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２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会
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３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」
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３．大規模災害と首都圏の課題 
 

(1) 調査結果から見えてきた現実 

これまでに検討してきた阪神・淡路大震災

と東日本大震災における犠牲者への対応、首

都圏の斎場・火葬場の現況分析から見えてき

たことは、東京都(区部＋市町村)や横浜市な

どにおける火葬炉の絶対数の不足が顕著とな

っている中で、首都直下地震のような大規模

災害が発生した場合には破綻状態に陥る可能

性である。 

1) 阪神・淡路大震災の教訓 

第１章で見てきたように、阪神・淡路大震

災で甚大な被害を受けて多数の犠牲者が出た

神戸市では、市内の市立斎場では地震による

建物・施設の被害がほとんどなかった。しか

も政令市の中でも人口に対する火葬炉数で余

裕のあった神戸市３０で、大震災の発生後、

犠牲者への対応が著しく困難になり、結局、

県内や隣接府県だけでなく、東京都、栃木県、

宮城県、宮崎県、鹿児島県など遠方の自治体

の斎場に頼らざるを得なくなってしまった。 

地震発生後の混乱が続く中で、被災地の自

治体では、行方不明者の捜索、収容した遺体

の検案、洗浄・縫合、消毒の措置、一時保存、

身元確認などが実施された。これは、地震後

の混乱の中で遺族等の対応が困難な場合、自

治体側が遺体の埋火葬という応急的な措置を

行うことが決められているからである。建

物・施設の被害がほとんどなくても、職員の

出勤体制、職員の宿泊設備の確保、燃料の確

保、機械・炉メーカーの保守・点検サービス、

柩・骨壺・ドライアイス・花の確保など、被

災地斎場の様々な能力の点で、被災地での火

葬には限界が見えてきた３１。 

神戸の市立斎場でどのように火葬業務が行

われたのかを神戸市の報告書から引用するが、

斎場施設が故障寸前の状況でギリギリの業務

が続いていたことがよく分かる。阪神・淡路

大震災が発生した 1 月 17 日から 2 日経った

19 日の午後から震災犠牲者の火葬業務が始

まった。 

「死亡された方の火葬は死亡後 24 時間以上

を経過しないと出来ないため、震災の翌日か

ら業務は始まったが、本格的には 1 月 19 日

からで･･･。火葬業務の執行にあたっては通

常のように予約制で行った。当初は多数の遺

族が乗用車、軽トラックで直接、遺体を運ん

で来られた。また遺体も最初の 3～4 日は柩

でなく毛布や白布にくるまれているものもあ

った。遺族が直接、斎場に遺体を運んで来ら

れる場合には予約時間より早く来られるので、

予約に係わらず到着分より順次、火葬したが

特段の混乱は生じなかった。････予約制を取

った事で遺族の待ち時間をなくしスムーズに

火葬業務が執行できた。････ 

火葬の受付は早朝から深夜 2時頃までに及

び、火葬業務は、鴇越斎場では午前 6 時 30
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分から最⤊午後 10 時まで、ほかの斎場も午

前 �時から午後 �時まで業務を行った。業務

は 1 月 31 日には、ほࡰ┠㏵がࡘき 2 月 4 日

前後に震災による死亡者の火葬は一応⤊わっ

た。ࠖ３㸰 

犠牲者の多さと斎場の✌ാ能力の限界のた

めに、隣接する県内እの自治体による火葬受

けධれでは不༑分であり、よりᗈᇦ的な遺体

ᦙ㏦体制の確立と斎場用がᚲせとなってい

たことはゝうまでもない。このようなことを

⫼ᬒに、遺族が自力でᦙ㏦した分もྵめて約

1�6�0 人分の火葬ฎ⌮を引き受けたのは県内

自治体と 34 都府県であった。 

2) 東日本大震災がᥦ㉳したၥ㢟 

一方、東日本大震災の地震・ὠἼによって

大規模な被害を受けた東୕県では、甚大な

数の犠牲者が出たが、ἢᓊ部の地方自治体で

はὠἼによって大きな被害を受けた斎場・火

葬場もあった。東日本大震災では、燃料の౪

⤥Ṇ、㟁による機能Ṇ、地震ື・ὠἼ

による斎場の被害㸦ᾮ状被害㸧、㐨路⥙の

寸᩿等によって斎場が用できなくなった。 

のような中で、県内市町村間や㏆隣県へࡑ

の遺体ᦙ㏦だけでなく、宮城県の一部自治体

のように東京都や༓ⴥ県へ遺体がᦙ㏦されて

ᗈᇦ火葬が実施されたとこࢁもある。また、

宮城県ではᗈᇦ的な遺体ᦙ㏦と火葬ฎ⌮が間

に合わず、大震災犠牲者の実に 22�1㸣にあ

たる 2�10� 人の遺体の௬埋葬㸻ᅵ葬が行われ

た。 

ཌ生ປാ┬は、当初、බ⾗⾨生上保が困

難な遺体を 2 ᖺのᮇ限で௬埋葬することを検

討していた。これは、2 ᖺ間という時間の経

過によって、遺体のな白骨ということ

をពᅗしたものであったが、� 月頃から遺族

よりᨵ葬をᮃࡴኌが出てきた。ࡑれによって、

ཌ生ປാ┬の⪃えていた当初のィ⏬と㐪って、

被災自治体では、2 ᖺを経ずして遺体をᨵ葬

することが始まった。 

௬埋葬されていた宮城県内の遺体は約༙ᖺ

をかけてᨵ葬が行われた。災害ᩆຓἲには、

埋葬に当たってのᅜの⿵ຓ㔠ᨭ出の規ᐃはあ

るが、東日本大震災のような௬埋葬した遺体

のᨵ葬にࡘいての規ᐃはなかったので、現場

では一時的に混乱も生じた３３。 

東日本大震災の犠牲者数が地ᇦの斎場・火

葬場の対応能力をはるかに上ᅇっていたこと

は事実であるが、被災自治体の斎場はもとも

とᑠ規模のものが多く、火葬への対応能力が

పかった。このことが♧၀するのは、ᑗ来的

に首都直下地震や༡ᾏトラࣇ地震のような大

規模災害が発生して多数の犠牲者が出るよう

な事態になると、中ᑠ規模の自治体ではࡑの

対応能力がኻわれ、බ⾗⾨生の⥔ᣢが困難に

なる可能性があることである。 

3) 首都圏斎場の౪⤥不足から見えること 

第㸰章の首都圏斎場・火葬炉の実数とᚲせ

とされる火葬炉数のẚ㍑で明らかになったよ

うに、首都圏の㸲都県にある火葬炉数は部

で 61� 炉(2013 ᖺ 10 月ㄪᰝ)であり、首都圏

でᚲせとされる火葬炉数 �9� 炉との間には

2�0 炉というとてࡘもない㞳がある３㸲。ࡘ

まり、大規模災害による甚大な犠牲者の発生

ということをᐃするまでもなく、㧗ᗘᡂ㛗

ᮇの地方から首都圏へのᅋሢのୡ௦を中ᚰと

した人口⛣ືと日における人口の急⃭な㧗

㱋のもとで、首都圏の斎場・火葬場の౪⤥

不足ၥ㢟は᪤に顕ᅾしているのである。 

これは、東京都や神ዉᕝ県に斎場・火葬場

をఱカᡤか建設すれࡤゎ決できるような不足

数ではなく、後、㧗㱋の㐍ᒎにより死亡

者数が急ቑしてくるとᖹ常時における火葬場

の混㞧ၥ㢟がさらに深้して機能㯞⑷に陥

る可能性が大きいと⪃えられる。もちࢁん、

現状では一ࣨᡤの斎場・火葬場の建設ィ⏬や

᪤存施設内での火葬炉のቑ設がᣢち上がって

も、建設予ᐃ地ᇦの࿘㎶ఫẸからḼ㏄されな

い㏞ᝨ施設としてఫẸのᢠឤはᙉく、⃭し

2ɹ͔ࣗݚ࣏ͳ͕Θ݄ใ 2��� �݄号（/P����）
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い対運ືが㉳きることは容᫆にീできる。 

のような⎔ቃの中でྠ時にఱカᡤも斎場ࡑ

を建設するというようなィ⏬が実現する可能

性はなく、市⾤地での᪂たな火葬炉の確保は

絶ᮃ的である。首都圏における火葬炉の絶対

的な౪⤥不足に㛵するࢹーࢱにより、大規模

災害が発生した場合だけでなく、ᑗ来的には

ᖹ常時においてもᗈᇦ火葬の⪃え方のもとで

の行政対応や日本㈈ᅋの「葬斎・火葬⯪ࠖᵓ

３㸳のようなこれまでとく発をኚえた

取⤌ࡳのල体がᚲせになるということを♧

၀している。 

4) 「葬斎・火葬⯪ࠖᵓと大規模災害 

日本㈈ᅋの「葬斎・火葬⯪ࠖᵓは、わが

ᅜにおける㧗㱋が㐍ᒎする中で、死亡者数

が急⃭にቑຍし、現ᅾあるᅜの火葬施設で

は火葬数のቑຍに対応できなくなるというᑗ

来予 のもとに、火葬場不足のၥ㢟をゎ決す

るアイࢹアとして火葬施設を備えた⯪⯧の建

㐀や᪤存⯪⯧のᨵಟをᥦၐしたものである。 

ྠᵓのㄪᰝ報告書では、以下のように㏙

 。ていることはὀ┠に್する３㸴
「火葬場や斎場は、地ᇦ♫にḞかࡏないබ

ඹ施設である。しかしながら、火葬場等は࿘

㎶⎔ቃに不ㄪな施設として㏆隣ఫẸから

もってᩗ遠されていることも事実である。火

葬場や斎場の᪂規建設や建᭰えのためのࣁー

ドࣝは、ᴟめて㧗いのが実である。 
こうした中、ᅋሢୡ௦のᖹᆒᑑが㏆ᮍ来

に㏕ってきている。やがてࣆークに㐩するで

あࢁう火葬等の㟂せቑに対し、どのように応

えるかは、後の日本にとって大きな♫ၥ

㢟となるであࢁう。 
とこࢁで、火葬場は㝣上施設であるという

ᅛᐃほᛕを取りཤった場合、ゎ決⟇の㑅ᢥ⫥

がቑえる。すなわち、葬斎・火葬のための施

設として⯪⯧を用するという⪃えであ

る。㺁 
このような大⫹な発の㌿、すなわち㝣

上施設にこだわるのではなく、ᾏ上施設とし

ての⯪⯧用㸻火葬⯪も検討するというᰂ㌾

な発により㑅ᢥ⫥がቑえることによって、

地震やὠἼなどによる大規模災害が発生した

場合の犠牲者への対応⟇の一ࡘとしても᭷ຠ

ではないかと⪃えられる。 

後、㧗㱋♫における地ᇦのษ実なၥ㢟

であるとともに、ᚲせ不可Ḟのබඹ㈈をどう

確保するのかというほ点からもᾏ上施設とし

ての⯪⯧用を検討することがᚲせになるで

あࢁう。 

 

(�) 首都圏の現≧とᗈᇦⅆⴿィ⏬ 

1) 阪神・淡路大震災とᗈᇦ火葬 

 阪神・淡路大震災では、これまでにᣦし

てきたように、市内斎場の地震による建物・

設備等の被害はほとんどなく、1 月 19 日か

ら震災犠牲者の火葬が㛤始されたが、時間が

経過するにࡘれて、ቑຍの一㏵をたどり、市

内斎場だけでは、ての火葬に対応できない

ことが明らかになってきた。 

震災の早い段㝵で隣接自治体に対し火葬の

受けධれにࡘいて༠力౫頼を行っていたが、

れだけでは不༑分であり、රᗜ県を通じてࡑ

遺体の火葬にࡘいて府県への౫頼も始めら

れた。府県での火葬に㝿して、遺体のᦙ㏦

ᡭ段が最も大きなၥ㢟となったが、震災後の

通事のᝏの中で、自⾨㝲やᾏ上保Ᏻᗇ

の༠力も得られることになり、自⾨㝲等のト

ラックによる㝣路のᦙ㏦だけでなく、࣊リࢥ

ࡑ、ーを用した遺体ᦙ㏦も行われたがࢱࣉ

の௳数は多くはなかった。３㸵 

阪神・淡路大震災による火葬状況(1 月 31

日現ᅾ)を見ると、死亡者の内、市内斎場で

の火葬が約 6で、ṧり 4が都市斎場で、

の内約ࡑ 4以上が県እの斎場で火葬された

ことが明らかとなっている３㸶。 

これは、現௦♫で発生する大規模災害で

はᗈᇦ的な火葬を前ᥦとࡏざるを得ないこと
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を♧したものである。このように、大規模災

害時における㎿㏿な火葬業務体制のあり方を

検討し、ᗈᇦ火葬ィ⏬をసᡂすることがồめ

られるようになってきたのである。 

 2) ᅜのᗈᇦ火葬ィ⏬⟇ᐃᣦ㔪 

 阪神・淡路大震災後にᗈᇦ的に火葬を行わ

ざるを得なかったという実態を受けて、1997

ᖺ 11 月、ཌ生┬(現ཌ生ປാ┬)はࠗᗈᇦ火葬

ィ⏬⟇ᐃᣦ㔪࠘を取りまとめて通▱した３㸷。 

 ྠ⟇ᐃᣦ㔪によれࡤ、災害時の火葬体制に

�いては、199ࡘ ᖺ 1 月 17 日に発生した阪

神・淡路大震災の経㦂を㋃まえ、災害対⟇ᇶ

本ἲにᇶ࡙く㜵災ᇶ本ィ⏬がྠᖺ 7 月 1� 日

にᨵᐃされ、ྠィ⏬において遺体のᗈᇦ的な

火葬の実施にࡘいての㡯┠が᪂設された。 

これを受け、1996 ᖺ 1 月 10 日にཌ生┬㜵

災業務ィ⏬がᨵᐃされ、都㐨府県は、㏆隣都

㐨府県等と༠力し、ᗈᇦ的なほ点から災害時

における遺体のな火葬をᨭするために、

ᗈᇦ的な火葬に㛵するィ⏬㸻ᗈᇦ火葬ィ⏬の

⟇ᐃにດめることがồめられることになった。 

一方、市町村には、都㐨府県が⟇ᐃしたᗈ

ᇦ火葬ィ⏬に㛵して、職員にあらかじめ༑分

に࿘▱さࡏ、災害時における遺体のな火

葬のᨭを‽備するようにồめた㸲０。 

ྠ⟇ᐃᣦ㔪では、ᗈᇦ火葬ィ⏬を⟇ᐃする

上での␃ព点として次のような㡯┠を取り上

 。た㸲１ࡆ

㺀(1) ᗈᇦ火葬(大規模災害により、

被災市町村がᖹ常時に用してい

る火葬場の火葬能力だけでは、当

ヱ市町村内の遺体の火葬を行うこ

とが不可能となった場合(当ヱ火

葬場が被災して✌ാできなくなっ

た場合をྵࡴ。)において、被災

地の࿘㎶の火葬場をά用してᗈᇦ

的に火葬を行うことをいう。以下

ྠじ。㸧は、都㐨府県と市町村の

༠ㄪがあって初めてに実施さ

れるものであることから、区ᇦ内の市町村

と༠㆟の上、ᗈᇦ火葬ィ⏬を⟇ᐃすること。 

(2) ┬␎ 

(3) ᗈᇦ火葬のな実施のためには、㏆隣

都㐨府県との㐃ᦠが不可Ḟであるため、ィ

⏬⟇ᐃ段㝵から┦にᩚ合性のあるィ⏬が

⟇ᐃされるようにດめること。また、⟇ᐃ

されたᗈᇦ火葬ィ⏬にࡘいては、㏆隣都㐨

府県と┦に報を行い、࿘▱をᅗる

こと。 

(4) ┬␎ 㺁 

 これらの␃ព事㡯の内容からᅜのᗈᇦ火葬

ィ⏬の⟇ᐃᣦ㔪でいう「ᗈᇦࠖとは、ᇶ本的

に都㐨府県内の市町村間及び㏆隣都㐨府県間

の⠊ᅖをពしていたことが分かる。東日本

大震災後にᨵゞされた現ᅾの㜵災業務ィ⏬で

も⾲現こࡑ⡆⣲されているが、ᗈᇦの⠊ᅖ

にࡘいての前ᥦとなる⪃え方にኚはないよ

うに見える(ᅗ「大規模災害時の火葬ࠖᴫᛕ

ᅗをཧ↷)。 

 しかし、ᗈᇦ火葬ィ⏬のᇶ本方㔪で「ᗈᇦ 

火葬がᚲせとなる場合においては、大規模な

災害の発生により、災害対⟇ᇶ本ἲ第 76 ᮲

の規ᐃにᇶ࡙き通の規制が行われること等

により、死者の遺族が自らཪは人に౫頼し

ᅗ「大規模災害時の火葬ࠖᴫᛕᅗ図「大規模災害時の火葬」概念図

（出所：厚生労働省「防災業務計画」）
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て遺体を火葬場にᦙ㏦することが不可能であ

ることがᐃされるので、ᗈᇦ火葬がに

行われるために、遺族による火葬場への火葬

の౫頼、遺体のᦙ㏦等を制限し、本ィ⏬にᇶ

࡙きᗈᇦ火葬を実施するものࠖ㸲㸰とした上

で、「･･･㏆隣都㐨府県のࡳでは対応が困難

であることがุ明した場合等においては、ᅜ

ཪは被災都㐨府県ⱝしくは被災市町村のせㄳ

にᇶ࡙き、ᅜの自治体及び火葬場はᗈᇦ火

葬の応・༠力の体制をᩚえ、✚ᴟ的にこれ

に応えるものとする。ࠖ㸲３と㏙ている。 

こで前ᥦとされる対㇟は㏆隣都㐨府県でࡑ

あり、ࡑれが↓⌮な場合、順次ᅜの自治体

や火葬場の応・༠力体制をồめることにし

ている。 

 3) 神ዉᕝ県のᗈᇦ火葬ィ⏬ 

 神ዉᕝ県の地ᇦ㜵災ィ⏬では、災害時の応

急άື対⟇の一⎔として、第 4⠇「保⾨生、

㜵、遺体のฎ⌮等に㛵するάືࠖの中で、

神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬(㈨料ཧ↷)にἢって遺

体のฎ⌮等を実施するものとしている。 

ල体的には、「市町村は、遺体のฎ⌮にࡘ

いては、㐺ษな対応を取るため、神ዉᕝ県ᗈ

ᇦ火葬ィ⏬にᐃめる「遺体の取ᢅいに対する

ᚰ得及び遺体㐺ṇฎ⌮࢞イドライࣥࠖにἢっ

たのㄪ㐩、遺体のᦙ㏦のᡭ㓄、遺体の保存

のためにᚲせな物㈨のㄪ㐩等を実施するとと

もに、ࡑの⾨生状態に㓄៖し･･･また、ᚲせ

に応じて、神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬にἢって県

内及び県እの市町村の༠力を得て、ᗈᇦ的な

火葬の実施ࠖ㸲㸲にດめることがᐃめられて

いる。 

神ዉᕝ県の地ᇦ㜵災ィ⏬の中でいう神ዉᕝ

県ᗈᇦ火葬ィ⏬は、前㏙のᅜのᗈᇦ火葬ィ⏬

⟇ᐃᣦ㔪に‽じてసられたものである。ここ

で、神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬㸲㸳のᴫせを見て

 。ようࡳ

神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬の┠的は、「神ዉᕝ

県地ᇦ㜵災ィ⏬及び神ዉᕝ県་⒪ᩆㆤィ⏬に

ᐃめられた埋・火葬対⟇のな実施及び遺

体の㐺ṇな取ᢅいを確保するため、県、市町

村及び火葬場設置者が行うきᇶ本的事㡯を

ᐃめ、もって被災市町村におけるබ⾗⾨生の

確保及び遺族等の⢭神的Ᏻᑀをᅗることࠖと

されている。ࡑして、ྠィ⏬でいう「災害等ࠖ

のᐃ⩏としては、「大規模災害、ᡃがᅜに対

するእ部からのṊ力ᨷᧁ及び᪂ᆺイ࢚ࣥࣝࣇ

 。等のឤᰁの大ὶ行ࠖとしているࢨࣥ

「ᗈᇦ火葬ࠖのᐃ⩏としては、「災害等に

より被災市町村がᖹ常時に用している火葬

場の火葬能力だけでは、当ヱ市町村内の遺体

の火葬を行うことが不可能となった場合㸦当

ヱ火葬場が被災して✌ാできなくなった場合

をྵࡴ。㸧において、に県内の火葬場をά

用してᗈᇦ的に火葬を行うことࠖとしている

が、ྠ時に、の地方自治体との間で⥾結し

た災害時┦応༠ᐃとᩚ合性をᅗることも

ᚲせであるということがᙉㄪされている。 

 「第３ 災害等発生時対応ィ⏬ࠖの中では、

ձᗈᇦ火葬ᨭ⌜の設置、ղ被災状況のᢕᥱ、

ճᗈᇦ火葬の応・༠力のせㄳ、մ火葬場の

り及びㄪᩚ、յ火葬せ員のὴ㐵せㄳ及び

受ධ、ն遺体の取ᢅい、շ遺体等のᦙ㏦ᡭ段

の確保、ո┦ㄯ❆口の設置、չ災害以እの事

⏤による遺体の火葬、պ火葬に係る特的取

ᢅい、ջ火葬状況の報告、ռ引取り者のない

↝骨の保⟶にࡘいての規ᐃがある。ࡑの中で、

ᗈᇦ火葬の応・༠力のせㄳに㛵しては、

「県は、県内の火葬場及び㏆隣都県だけでは

ᗈᇦ火葬への対応が困難であるとุ᩿した場

合は、㏿やかにཌ生ປാ┬に対し㏆隣都県以

እの㐨府県㸦以下「の㐨府県ࠖという。㸧

への応せㄳを౫頼するࠖこととしている。 

 なお、神ዉᕝ県は、2014 ᖺ 3 月、ᗈᇦ火

葬ィ⏬の実ຠ性を㧗めるために、神ዉᕝ県葬

⚍業༠ྠ⤌合・日本葬⚍業༠ྠ⤌合㐃合

との間で「災害時における及び葬⚍用ရの

౪⤥୪びに遺体のᦙ㏦等に㛵する༠ᐃࠖ㸲㸴
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を⥾結した。これは、神ዉᕝ県内において災

害ᩆຓἲが㐺用された災害により多数の遺体

が発生した場合、前㏙のᅋ体に対して、ձ

及び葬⚍用ရの౪⤥୪びにస業等のᙺ務のᥦ

౪、ղ遺体のᦙ㏦等の༠力、をồめるものと

なっている。 

大規模災害の発生により多数の犠牲者がで

ることをᐃすると、このようにᗈᇦ火葬ィ

⏬を⟇ᐃし、Ẹ間事業者との間で災害時の対

応に㛵する༠ᐃを⥾結することは当↛の方ྥ

であるが、東京都や神ዉᕝ県では、大規模災

害が発生した場合、これまで検討してきたよ

うな内容から⪃えて、༑分に対応できるのか

どうかはၥがṧる。 

4) ᗈᇦ火葬ィ⏬とᏘ⠇せᅉ 

ᗈᇦ火葬ィ⏬を⪃える上で、もう一ࡘ㔜せ

なせᅉを⪃えるᚲせがある。ࡑれは大規模災

害発生時のᏘ⠇せᅉである。阪神・淡路大震

災(1 月)や東日本大震災(3 月の東であり、

ị点下の日も続いた)では、Ꮨでప であ

ったため遺体の保存という㠃ではᖾいであっ

た。だが、9 月 1 日に発生した㛵東大震災は、

ṧᬬのཝしい㧗 ・多‵のᏘ⠇に大規模災害

が発生したᆺ的な事であった。 

ྜྷ村著ࠗ㛵東大震災࠘の中では、㛵東大

震災時の㓟㰯ᴟまるගᬒとษ㏕した♫状況

にࡘいてヲ⣽にᥥされている㸲㸵。 

「･･･災害地には、多くの死体が遺Რされて

いた。↝けたᮦ木のようにⅣした↝死体が

路上に横たわり、㏨ࡆ場をኻって㞟った人々

の遺体は、一カᡤに┒り上っていた。 

 またἙᕝには、⁒死者が⁻ὶ物とともにᕝ

㠃を㝽間なくおおっていた。ࡑれらは、路上

の↝死体とは␗なって⾰᭹に↝け↔ࡆのも

なく、体内に発生した࢞スで一様にࡩくれ上

がっていた。 

 ṧᬬのཝしいᏘ⠇であったので、ࡑれらの

おびただしい死体は、急㏿に⭉ᩋしはじめて

いた。･･･ 

･･･㆙どᗇは、火葬場の↝༷能力の不足を

ゎ決する方ἲとして、夜間用を⚗じていた

常設の火葬場に、夜のูなく༑ᅄ時間火

葬炉の用をじた。 

 さらにࡑれらの火葬場の炉で↝骨が間に合

わなかった場合は、火葬場ᩜ地内で㟢ኳ↝༷

してもᕪᨭえないとᣦ♧した。またこれらの

常設火葬場でも↝༷が不可能な場合は、⾨生

的にもබᏳ的にもᨭ障のないとᛮわれる場ᡤ

で火葬してもよいとᣦ令した。 

当時の常設火葬場は、･･･භカᡤで、ࡑれ

らの火葬場の↝骨能力では東京市にᩓ乱する

死体をฎ⌮することは出来ないとุ᩿されて

いた。ࡑして、㆙どᗇと東京市は、死体を㟢

ኳで↝༷さࡏる以እにฎ⌮の方ἲはないと᩿

ᐃした。･･･ࠖ(ྠ書、231�233 㡫) 

このようにṧᬬཝしい時ᮇのษ㏕した状況

下では、㔝↝きのような方ἲをも取らざるを

得なかったことがよく分かる。 

また、Ύ一著ࠗ横浜の㛵東大震災࠘も

ྠじように、㛵東大震災が発生した時の横浜

の状にࡘいてヲ⣽なᥥを行っている㸲㸶。 

ྠ書の「はじめに㸫▱られざる横浜の震災ࠖ

では、「人々の┠は、㛵東大地震の大火災で

多数の死者を出した東京にもっࡥらྥけられ

たようだが、神ዉᕝ県、༓ⴥ県などᗈい⠊ᅖ

に被害が及んでいる。･･･横浜のほうが地震

は東京より⃭しく、↝ኻᐙᒇ数は東京のほう

が多いが、ಽቯᐙᒇもຍえたẚ⋡では横浜の

ほうが㧗い。ࠖ㸲㸷と㏙ている。 
さらに、「地震にはࡑれࡒれ特Ⰽがあり、

⊂特の被害をもたらす。㛵東大震災で横浜は

地震も火災も⃭Ⅿで、⁛に㏆く、通機㛵

も破ቯされてᏙ立し、なかなかᩆのᡭが及

ず、数༑の⨯災者がᨺ置され、当㠃はࡤ

の地ᇦに⛣ってもらう「㛤ࠖしか⟇はなか

ったࠖ㸳０と㏙ている点は⾪ᧁ的である。 
㛵東大震災時の東京の被害の状はよくㄽ

じられるが、横浜の地震ືによる被害は東京
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の下町よりもはるかに大きかったのである。 

 首都圏で大規模災害が発生して、火葬場の

被災や㐨路⥙の寸᩿などによって、遺体ᦙ㏦

と火葬ฎ⌮がにできなかった場合、東日

本大震災時の宮城県のように遺体の௬埋葬㸻

ᅵ葬するようなᅵ地がどれだけあるだࢁうか。 

あるいは、NHK スࠗࣝࣕࢩ࣌阪神・淡路

大震災 ⛎められた決᩿࠘㸳１で、阪神・淡

路大震災の時に、ཌ生┬生ά⾨生局(現ཌ生

ປാ┬)から神戸市へ㔝↝きに㛵する㟁ヰで

のᡴデ(「㔝火しかないࠖという⾲現で)があ

ったということが明らかにされていた。しか

し、当時の神戸市⾨生局㛗がࡑのᡴデを᩿り、

隣接府県をྵめた自治体へのᗈᇦᦙ㏦の㐨を

㑅ᢥしたという結ㄽが⤂されていた。 

後、場以እの᮲௳のᝏいᏘ⠇に大規模

災害が発生するという事態をᐃすると、首

都圏の現状ではより㎿㏿な遺体ᦙ㏦と火葬に

よる遺体ฎ⌮がᚲせになることは明らかであ

り、ᗈᇦ火葬ィ⏬にἢったかࡘ㐺ษな対

応がồめられる。 

  

㸲．ࡲとࡵ 

 

 ࠗ横浜の㛵東大震災࠘のᮎᑿで、が次

のようにㄒっている点をよく⪃えながら、21

ୡ⣖のまち࡙くりや地ᇦ㜵災を㐍めていくᚲ

せがあるだࢁう。 

「(横浜)大✵くの被災地は大震災のࡑれとほ

の間の市⾤地の発ᒎをᫎしࡑ、㔜なるがࡰ

て、一ᅇり大きい。 

･･･୧者には㢮ఝしている点も多い。大震

災のときも、大✵くのときも、ఀໃబ木町一

ᖏから㔝毛のୣやஂ保ᒣ方㠃に㏨ࡆようとし

て㏵中で↝死したり、ୣにⓏる付㏆で急⃭な

火災による一㓟Ⅳ⣲中毒で死んだ人が多か

った･･･。ᾏからの㢼が྿きࡘけるこれらの

ୣの༡ᩳ㠃一ᖏは༴㝤だという大震災の教訓

はわずかの市Ẹや㆙ᐹの一部にもいわࡤ⛎ఏ

としてఏえられていたようで、ஂ保ᒣに㏆い

୕ྎの付㏆から、燃えている㛵እの⦾⳹⾤

を✺っษってᒣᡭᐤりの中村町の発物㈓ⶶ

ᗜ㊧に㏨ࡆた人たちもいる。だが、ࡑんなこ

とはබ↛とఏえられない時௦だった。･･･ 

･･･横浜にࡘいて見ても、大✵くまでに市

ᇦが大きくᣑ大し、㈠᫆都市から㔜ᕤ業都市

へとኚわったが、ࡑれから 60 余ᖺでᗈがっ

た市ᇦは市⾤地で埋まった。いま予される

大地震が、ᗈ大な市⾤地にもたらす༴㝤のあ

る、予እのものもྵࡴ物⌮的な被害や、ࡑ

のなかで᪸㐍されるおࡑれのある♫的な不

Ᏻに、どのように対ฎするのか、容᫆ならࡠ

ㄢ㢟をᚰに␃めておくᚲせがあࢁう。 

 �0 余ᖺ前の㛵東大震災もできるだけᗈい

ど㔝から、ࣈࢱーをࡘくらずに見てࡺかࡤࡡ

なるまいࠖ㸳㸰と㏙ていることは┿ᦸに受

けṆめるᚲせがあるだࢁう。 

本✏で検討してきたように、首都圏の斎

場・火葬場の現状をࣈࢱーどするのではなく

直どすれࡤするほどに、㧗㱋の㐍ᒎの中で

首都圏の斎場・火葬場が深้な状況に陥って

いるだけでなく、大規模災害の発生による多

数の犠牲者が出るというᐃのពすること

にុ↛とࡏざるを得ない。 

火葬場という施設は、㏞ᝨ施設として受け

Ṇめるのではなく、බඹ㈈の一部として受け

Ṇめるᚲせがある。ᡓ後の経῭的な⦾ᰤと㇏

かさの中で、ほとんど⪃えないようにしてき

た人の死のពにࡘいて、大規模災害の発生

という現実を通じてẼ࡙かされたということ

に、21 ୡ⣖を生きる⚾たちは⪃え直さざる

を得ないのではないだࢁうか。 

  

最後に、神ዉᕝ県のᗈᇦ火葬ィ⏬等にࡘい

てຓゝして㡬いた神ዉᕝ県Ᏻ⾨生局のᮡཎ

ⱥẶにឤㅰを⏦し上ࡆたいとᛮいます。ま

た、首都圏の斎場・火葬場にࡘいての㟁ヰㄪ

ᰝ(2013 ᖺ 10 月)を行ったబ⸨Ꮥ治࣑ࢮ第 19
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ᮇ生の❑⏣はるか、༡ᝆ㔛、ࡑして東京‴⮫

ᾏ部の斎場・火葬場のࣇーࣝドㄪᰝにཧຍ

した第 21 ᮇ生のᑠ㔝㐩ဢの３ྡのᏛ生ㅖྩ

にお♩を⏦し上ࡆます。だが、首都圏斎場・

火葬場に㛵するㄪᰝ内容のての㈐௵はబ⸨

Ꮥ治◊✲ᐊにあることはゝうまでもない。 

 

㈨料㸸神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬ 
第１ ⥲๎ 

１ ┠的 

このィ⏬は、神ዉᕝ県地ᇦ㜵災ィ⏬及び神ዉᕝ県

་⒪ᩆㆤィ⏬にᐃめられた埋・火葬対⟇のな実

施及び遺体の㐺ṇな取ᢅいを確保するため、県、市

町村及び火葬場設置者が行うきᇶ本的事㡯をᐃめ、

もって被災市町村におけるබ⾗⾨生の確保及び遺族

等の⢭神的Ᏻᑀをᅗることを┠的とする。 

㸰 ᐃ⩏ 

(1) このィ⏬において「災害等ࠖとは、大規模災害、

ᡃがᅜに対するእ部からのṊ力ᨷᧁ及び᪂ᆺイࣥࣇ

 。等ឤᰁの大ὶ行をいうࢨ࢚ࣥࣝ

(�) このィ⏬に置いて「ᗈᇦ火葬ࠖとは、災害等に

より被災市町村がᖹ常時に用している火葬場の火

葬能力だけでは、当ヱ市町村内の遺体の火葬を行う

ことが不可能となった場合㸦当ヱ火葬場が被災して

✌ാできなくなった場合をྵࡴ。㸧において、に

県内の火葬場をά用してᗈᇦ的に火葬を行うことを

いう。 

３ ᇶ本方㔪 

 県、市町村及び火葬場設置者は、災害等によりᗈ

ᇦ火葬がᚲせになった場合は、このィ⏬にᇶ࡙きᗈ

ᇦ火葬を実施するとともに遺体の取ᢅいに㓄៖する

ものとする。 

㸲 災害時┦応༠ᐃとの㛵㐃性 

  このィ⏬は、災害対⟇ᇶ本ἲ㸦以下「ἲࠖとい

う。㸧第㸳᮲の㸰及び第㸶᮲第㸰㡯第１㸰ྕの規ᐃ

にᇶ࡙きの地方බඹᅋ体と⥾結した┦応༠ᐃ

等とᩚ合性をᅗり、これらとあいまってなᗈᇦ

火葬の実施及び遺体の㐺ṇな取ᢅいに対応するもの

とする。 

第㸰 事前対⟇ィ⏬ (┬␎) 

第３ 災害等発生時対応ィ⏬ 

１ ᗈᇦ火葬ᨭ⌜の設置 

県は、ᗈᇦ火葬がᚲせであるとุ᩿した場合は、

ᗈᇦ火葬ᨭ⌜を保⚟♴局生ά⾨生部⎔ቃ⾨生ㄢ

に設置㸦ἲにᇶ࡙く災害対⟇本部が設置されている

場合は、ྠ本部とする。㸧し、報の収㞟及び災害

規模等に応じた応可能な火葬場の㑅ᐃを行い、ຠ

⋡的なᗈᇦ火葬を᥎㐍するものとする。 

㸰 被災状況のᢕᥱ 

(1) 火葬場を設置する市町及び一部事務⤌合㸦以下 

「火葬場設置市町等ࠖという。㸧は、災害発生後、 

㏿やかに火葬場の被災状況、火葬せ員のᏳྰ及び出

ືの可能性୪びに火葬能力等のᢕᥱを行い、県に報

告するものとする。  

 (�) Ẹ間の火葬場設置者は、前グの報告を行うよう

ດめるものとする。 

(�) 被災市町村は、災害発生後、㏿やかに区ᇦ内の

死者数のᢕᥱを行い、県に報告するものとする。 

(�) 県は、前グ㸦�㸧及び(�)の報告୪びに神ዉᕝ県

災害報⟶⌮ࢩスࢸムにより被害状況をᢕᥱし、㏿

やかにཌ生ປാ┬に報告するものとする。 

３ ᗈᇦ火葬の応・༠力のせㄳ 

(1) 被災市町村は、ᗈᇦ火葬がᚲせとุ᩿したとき

は、㏿やかに県に対してᗈᇦ火葬の応をせㄳする

ものとする。 

 (�) 県は被災市町村からの応せㄳཪは県自らのุ

᩿により、火葬場設置者及びᚲせに応じて㏆隣都県

に対し、ᗈᇦ火葬の応౫頼を行うとともに、ཌ生

ປാ┬にࡑの᪨を報告するものとする。 

(�) 県は、県内の火葬場及び㏆隣都県だけではᗈᇦ

火葬への対応が困難であるとุ᩿した場合は、㏿や

かにཌ生ປാ┬に対し㏆隣都県以እの㐨府県㸦以下

「の㐨府県ࠖという。㸧への応せㄳを౫頼する

ものとする。 

(�) 県及び火葬場設置市町等は、県内ཪは㏆隣都県

内で災害が発生したときは、㏿やかにᗈᇦ火葬の応

体制をᩚえ、✚ᴟ的に対応するものとする。 

 (�) 県及び火葬場設置市町等は、ཌ生ປാ┬より
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の㐨府県へのᗈᇦ火葬の応せㄳがあったときは、

✚ᴟ的にこれに対応するものとする。 

(�) Ẹ間の火葬場設置者は、前グ(�)及び(�)とྠ様の

対応にດめるものとする。 

㸲 火葬場のり及びㄪᩚ 

(1) 県は、火葬場設置者、㏆隣都県及びの㐨府県

のᗈᇦ火葬の応ᢎㅙ状況をᩚ⌮し、被災市町村ࡈ

とに火葬場のりを行い、これを被災市町村に通

▱するとともに、応をᢎㅙした火葬場設置者、㏆

隣都県及びの㐨府県に対し応౫頼の通▱を行う

ものとする。 

 (�) 被災市町村は、県のりにᇶ࡙き、遺体Ᏻ置

ᡤ及び遺族が保⟶している遺体にࡘいて火葬場の

りを行い、応をᢎㅙした火葬場設置者と火葬の

実施方ἲ等にࡘいてヲ⣽をㄪᩚするものとする。 

(�) 被災市町村は、災害等の規模、通規制状況等

の㠀常事態のため火葬場が限ᐃされていること等を

遺族に対してㄝ明し、当ヱ市町村が遺体を直接り

られた火葬場にᦙ㏦することにࡘいてྠពを得る

ことにດめるものとする。 

㸳 火葬せ員のὴ㐵せㄳ及び受ධ 

 (1) 火葬場設置者は、当ヱ火葬場の職員が被災した

ために火葬場の✌ാができない場合は、県に対し火

葬せ員ὴ㐵のᡭ㓄をせㄳするものとする。 

 (�) 県は、火葬場設置者からのせㄳにᇶ࡙き、の

火葬場設置者ཪは㏆隣都県に対し、火葬せ員のὴ㐵

にࡘいて౫頼するとともに、ཌ生ປാ┬にࡑの᪨を

報告するものとする。 

(�) 県は、県内の火葬場及び㏆隣都県だけでは火葬

せ員の確保が困難であることがุ明した場合は、ཌ

生ປാ┬にࡑの᪨を報告し、の㐨府県等の応を

౫頼するものとする。 

(�) 県及び火葬場設置市町等は、県内ཪは㏆隣都県

内で大規模災害が発生したときは、火葬せ員の応

౫頼を㋃まえ㏿やかに応体制をᩚえ、✚ᴟ的に対

応するものとする。 

(�) 県及び火葬場設置市町等は、ཌ生ປാ┬より

の㐨府県への火葬せ員の応せㄳがあったときは、

✚ᴟ的にこれに対応するものとする。 

(�) Ẹ間の火葬場設置者は、前グ(�)及び(�)とྠ様の

対応にດめるものとする。 

㸴 遺体の取ᢅい 

 (1) 死者に対する♩をኻすることなく、遺体の㐺ษ

な取ᢅいをすることをᛕ㢌に行ືする。   

 (�) 被災市町村は、火葬の実施までに時間をせする

場合には、遺体数に応じた༑分な数の遺体Ᏻ置ᡤの

確保、遺体の保存のためにᚲせな物㈨のㄪ㐩、స業

せ員の確保など、遺体の取ᢅに係るᚲせな措置をㅮ

ずるものとする。 

(�) 特に、ឤᰁ性の遺体は、遺体保存㸦ドライア

イス㸧とともに㠀㏱過性⣡体⿄に収め、㏿やかな火

葬にࡘいて㓄៖するものとする。 

(�) 県は前グ(㸰)及び(�)の遺体の保存のためにᚲせ

な物㈨のㄪ㐩及びస業せ員の確保にࡘいて、被災市

町村よりせㄳがあったときは、これに応ずるものと

する。 

(�) 被災市町村は、前グ(�)により遺体を取ᢅう場合

は、ู㏵「遺体の取ᢅいに対するᚰ得及び遺体㐺ṇ

ฎ⌮࢞イドライࣥࠖを実施ᇶ‽として行うものとす

る。 

㸵 遺体等のᦙ㏦ᡭ段の確保 

被災市町村は、火葬場までの遺体保存のための㈨

ჾᮦのᦙධ車୧及び遺体を火葬場までᦙ㏦する車୧

は、あらかじめ県බᏳጤ員の確認を受けた⥭急通

行車୧を用いるものとする。 

なお、⥭急通行車୧が༑分に確保できない場合は、

自⾨㝲、㛵係業者等の༠力を県にせㄳするものとす

る。 

㸶 ┦ㄯ❆口の設置 

被災市町村は、ᗈᇦ火葬をに実施するために

┦ㄯ❆口を設置し、ᗈᇦ火葬に係る報ᥦ౪を行う

ものとする。 

㸷 災害以እの事⏤による遺体の火葬 

被災市町村は、当ヱ市町村の区ᇦ内の自↛死、

死等災害以እの事⏤による遺体の火葬にࡘいてもᗈ

ᇦ火葬の対㇟とし、┦ㄯ❆口において火葬の⏦㎸を

受付けるものとする。 

1� 火葬に係る特的取ᢅい 

େنࡂͱ٘ਜ਼ऀͷରԠ（Լ）ɹ�



1� 
 

(1) 市町村及び火葬場設置者は、被災市町村が㎿㏿

な火葬チ可事務の実施が困難であると認められる場

合には、戸⡠確認の事後の実施等、実態に応じた事

務ฎ⌮を行うものとする。 

(�) 県は、市町村等から前グ(1)に係る༠㆟があった

ときは、直ちにཌ生ປാ┬に↷し、ࡑの結ᯝを市

町村等に㐃⤡するものとする。 

11 火葬状況の報告 

(1) 被災市町村は、自ら設置する火葬場における火

葬実⦼及び㏆隣被災市町村からᦙධしたᗈᇦ火葬実

⦼を災害等による遺体とࡑののཎᅉによる遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

(�) ᗈᇦ火葬を行った火葬場設置市町等㸦前グ(1)の

報告を行った市町を㝖く。㸧及びẸ間の火葬場設置

者は、災害による遺体とࡑののཎᅉによる遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

(�) 県は、県内の火葬場からの日報をとりまとめ、

ཌ生ປാ┬に報告するものとする。 

1� 引取り者のない↝骨の保⟶ 

 被災市町村は、引取り者のない↝骨にࡘいては遺

骨保⟶ᡤ等に保⟶するものとする。 

㝃๎㸦以下┬␎㸧 
                                                  
３０ ∦ᒸె⨾・中⏣一、「火葬炉数から見た阪

神・淡路大震災ࠖࠗ中京大Ꮫ教㣴ㄽྀ࠘第 �� ᕳ第

୕ྕ、中京大Ꮫ、���� ᖺ � 月、��� 㡫。 
３１ 神戸市⾨生局、ࠗ阪神・淡路大震災 神戸市災

害対⟇本部⾨生部のグ㘓࠘、神戸市、1��� ᖺ、

1���1�� 㡫。なお、⯞木ఙỤ・Ἑ⏣・▮守ඞ

ஓ・ᕝ方裕๎・୕ᰗ一著、「大規模災害時におけ

る遺体のฎ置・埋火葬に㛵する◊✲ࠖࠗ自↛災害⛉

Ꮫ࠘第 �� ᕳ � ྕ、���� ᖺ、������1 㡫もཧ↷。 
３㸰 ྠ上、1�� 㡫。なお、被災地እの地方自治体か

ら人的ᨭの⏦し出があったが、神戸市では、㢼⩦

やస業ᡭ順が␗なるほか、市職員のኈẼも㧗く、火

葬炉の �� 時間✌ാが出来ないなどの⌮⏤で᩿った

ということもグされている。 
３３ 災害ᩆຓἲでは、埋葬の㈝用として、ᅜの⿵ຓ

㔠が一人当たり上限約 �� ᨭ出されることにな

っているが、東日本大震災で生じたような、௬埋葬

後の遺体の᥀り㉳こしによるᨵ葬㈝用は対㇟とされ

ていなかった。 
３㸲 బ⸨Ꮥ治、「大規模災害と犠牲者への対応㸦中㸧

㸫首都圏斎場の能力とㄢ㢟ࠖࠗかながわ自治◊月報࠘

1R�1��、බ┈♫ᅋ神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭー、

��1� ᖺ � 月、� 㡫。 
３㸳 日本㈈ᅋ、ࠗ「葬斎・火葬⯪ࠖᵓㄪᰝጤ員 

                                                                            
ㄪᰝ報告書㸸最ឡの方のための「葬斎・火葬⯪µࡑ
うまるµࠖのᥦ案࠘、���� ᖺ � 月。 
ྠㄪᰝ報告書のᵓᡂは、以下のようになっている。 

「１㸬「葬斎・火葬⯪ࠖᵓㄪᰝጤ員にࡘいて 
 㸰㸬「葬斎・火葬⯪ࠖによる火葬場不足のゎ決 
 ３㸬実用にྥけての検ド 
 㸲㸬葬斎・火葬⯪の建㐀ィ⏬ 
 㸳㸬葬斎・火葬⯪の実務 
 㸴㸬葬斎・火葬⯪事業の᥇⟬性 
 㸵㸬火葬場及び葬⚍場(葬場)Ⴀ業に㛵わる経㈝ 
 㸶㸬᪂しい葬㏦スࢱイࣝのᥦ案 
 㸷㸬まとめ 
 1�� あとがき 
 11� ᕳᮎ㈨料ࠖ 
３㸴 ྠ上、� 㡫。 
３㸵 神戸市⾨生局、1���1�� 㡫。自⾨㝲によるトラ

ックᦙ㏦、付きῧい可能な遺族の人数が限ᐃされて

いたことや通・地⌮不案内などによる混乱が

あった。一方、࣊リࢱࣉࢥーᦙ㏦はྛᡤとのㄪᩚが

ᚲせな上、遺族がྠ乗できない、１機に ��� 体⛬ᗘ

の遺体しか乗ࡏられずຠ⋡的でないなどのၥ㢟点も

ᣦされていた。 
３㸶 ྠ上、1�� 㡫。 
３㸷 ཌ生┬、「ᗈᇦ火葬ィ⏬の⟇ᐃにࡘいてࠖࠗཌ

生┬㜵災業務ィ⏬࠘、ཌ生┬・⾨第 1�� ྕ、

1��� ᖺ 11 月 1� 日、1�1�1�� 㡫。 
㸲０ ྠ上、1�1 㡫。 
㸲１ ྠ上、1�1 㡫。 
㸲㸰 ྠ上、1�� 㡫。 
㸲３ ྠ上、1�� 㡫。 
㸲㸲 神ዉᕝ県Ᏻ⾨生局、ࠗ神ዉᕝ県地ᇦ㜵災ィ⏬

㸦地震災害対⟇ィ⏬㸧࠘、神ዉᕝ県、��1� ᖺ � 月、

1�� 㡫。 
㸲㸳 ྠ上、「㈨料 ����(1) 神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬ ࠖ、

ࠗ神ዉᕝ県地ᇦ㜵災ィ⏬㸦地震災害対⟇ィ⏬㸧࠘、

神ዉᕝ県、��1� ᖺ � 月。 
㸲㸴 神ዉᕝ県グ者発⾲㈨料、「災害時における葬⚍

用ရの౪⤥等に㛵する༠ᐃを⥾結しましたࠖ、神ዉ

ᕝ県、��1� ᖺ � 月 �� 日。 
㸲㸵 ྜྷ村、ࠗ㛵東大震災࠘ᩥᩥᗜ、1��� ᖺ 1 月。

ྠ書の「1� 死体ฎ⌮ࠖ(������� 㡫)の章では、� 月

1 日というṧᬬཝしい時ᮇに発生した㛵東大震災の

犠牲者たちの㓟㰯をᴟめた状況がඞ明にᥥされて

いる。 
㸲㸶 Ύ一、ࠗ横浜の㛵東大震災࠘、᭷隣ᇽ、

���� ᖺ � 月。 
㸲㸷 ྠ上、1 㡫。 
㸳０ ྠ上。��� 㡫。 
㸳１� NHKスࣝࣕࢩ࣌、ࠗ阪神・淡路大震災 ⛎めら

れた決᩿࠘、日本ᨺ㏦༠、���� ᖺ � 月 �� 日ᨺ㏦。

なお、ྠᖺ ��月、ᯘ⏨・⏣中⪽・㔜ᕝᕼᚿ౫著

ࠗ㜵災の決めᡭ「災害࢚スࢢࣀラࣇーࠖ㸫阪神・

淡路大震災⛎められたドゝ࠘が日本ᨺ㏦༠から出

∧されている。�
㸳㸰 Ύ一、������� 㡫。 
 

1� 
 

(1) 市町村及び火葬場設置者は、被災市町村が㎿㏿

な火葬チ可事務の実施が困難であると認められる場

合には、戸⡠確認の事後の実施等、実態に応じた事

務ฎ⌮を行うものとする。 

(�) 県は、市町村等から前グ(1)に係る༠㆟があった

ときは、直ちにཌ生ປാ┬に↷し、ࡑの結ᯝを市

町村等に㐃⤡するものとする。 

11 火葬状況の報告 

(1) 被災市町村は、自ら設置する火葬場における火

葬実⦼及び㏆隣被災市町村からᦙධしたᗈᇦ火葬実

⦼を災害等による遺体とࡑののཎᅉによる遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

(�) ᗈᇦ火葬を行った火葬場設置市町等㸦前グ(1)の

報告を行った市町を㝖く。㸧及びẸ間の火葬場設置

者は、災害による遺体とࡑののཎᅉによる遺体と

に区分して、県に日報として報告するものとする。 

(�) 県は、県内の火葬場からの日報をとりまとめ、

ཌ生ປാ┬に報告するものとする。 

1� 引取り者のない↝骨の保⟶ 

 被災市町村は、引取り者のない↝骨にࡘいては遺

骨保⟶ᡤ等に保⟶するものとする。 

㝃๎㸦以下┬␎㸧 
                                                  
３０ ∦ᒸె⨾・中⏣一、「火葬炉数から見た阪

神・淡路大震災ࠖࠗ中京大Ꮫ教㣴ㄽྀ࠘第 �� ᕳ第

୕ྕ、中京大Ꮫ、���� ᖺ � 月、��� 㡫。 
３１ 神戸市⾨生局、ࠗ阪神・淡路大震災 神戸市災

害対⟇本部⾨生部のグ㘓࠘、神戸市、1��� ᖺ、

1���1�� 㡫。なお、⯞木ఙỤ・Ἑ⏣・▮守ඞ

ஓ・ᕝ方裕๎・୕ᰗ一著、「大規模災害時におけ

る遺体のฎ置・埋火葬に㛵する◊✲ࠖࠗ自↛災害⛉

Ꮫ࠘第 �� ᕳ � ྕ、���� ᖺ、������1 㡫もཧ↷。 
３㸰 ྠ上、1�� 㡫。なお、被災地እの地方自治体か

ら人的ᨭの⏦し出があったが、神戸市では、㢼⩦

やస業ᡭ順が␗なるほか、市職員のኈẼも㧗く、火

葬炉の �� 時間✌ാが出来ないなどの⌮⏤で᩿った

ということもグされている。 
３３ 災害ᩆຓἲでは、埋葬の㈝用として、ᅜの⿵ຓ

㔠が一人当たり上限約 �� ᨭ出されることにな

っているが、東日本大震災で生じたような、௬埋葬

後の遺体の᥀り㉳こしによるᨵ葬㈝用は対㇟とされ

ていなかった。 
３㸲 బ⸨Ꮥ治、「大規模災害と犠牲者への対応㸦中㸧

㸫首都圏斎場の能力とㄢ㢟ࠖࠗかながわ自治◊月報࠘

1R�1��、බ┈♫ᅋ神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭー、

��1� ᖺ � 月、� 㡫。 
３㸳 日本㈈ᅋ、ࠗ「葬斎・火葬⯪ࠖᵓㄪᰝጤ員 

                                                                            
ㄪᰝ報告書㸸最ឡの方のための「葬斎・火葬⯪µࡑ
うまるµࠖのᥦ案࠘、���� ᖺ � 月。 
ྠㄪᰝ報告書のᵓᡂは、以下のようになっている。 

「１㸬「葬斎・火葬⯪ࠖᵓㄪᰝጤ員にࡘいて 
 㸰㸬「葬斎・火葬⯪ࠖによる火葬場不足のゎ決 
 ３㸬実用にྥけての検ド 
 㸲㸬葬斎・火葬⯪の建㐀ィ⏬ 
 㸳㸬葬斎・火葬⯪の実務 
 㸴㸬葬斎・火葬⯪事業の᥇⟬性 
 㸵㸬火葬場及び葬⚍場(葬場)Ⴀ業に㛵わる経㈝ 
 㸶㸬᪂しい葬㏦スࢱイࣝのᥦ案 
 㸷㸬まとめ 
 1�� あとがき 
 11� ᕳᮎ㈨料ࠖ 
３㸴 ྠ上、� 㡫。 
３㸵 神戸市⾨生局、1���1�� 㡫。自⾨㝲によるトラ

ックᦙ㏦、付きῧい可能な遺族の人数が限ᐃされて

いたことや通・地⌮不案内などによる混乱が

あった。一方、࣊リࢱࣉࢥーᦙ㏦はྛᡤとのㄪᩚが

ᚲせな上、遺族がྠ乗できない、１機に ��� 体⛬ᗘ

の遺体しか乗ࡏられずຠ⋡的でないなどのၥ㢟点も

ᣦされていた。 
３㸶 ྠ上、1�� 㡫。 
３㸷 ཌ生┬、「ᗈᇦ火葬ィ⏬の⟇ᐃにࡘいてࠖࠗཌ

生┬㜵災業務ィ⏬࠘、ཌ生┬・⾨第 1�� ྕ、

1��� ᖺ 11 月 1� 日、1�1�1�� 㡫。 
㸲０ ྠ上、1�1 㡫。 
㸲１ ྠ上、1�1 㡫。 
㸲㸰 ྠ上、1�� 㡫。 
㸲３ ྠ上、1�� 㡫。 
㸲㸲 神ዉᕝ県Ᏻ⾨生局、ࠗ神ዉᕝ県地ᇦ㜵災ィ⏬

㸦地震災害対⟇ィ⏬㸧࠘、神ዉᕝ県、��1� ᖺ � 月、

1�� 㡫。 
㸲㸳 ྠ上、「㈨料 ����(1) 神ዉᕝ県ᗈᇦ火葬ィ⏬ ࠖ、

ࠗ神ዉᕝ県地ᇦ㜵災ィ⏬㸦地震災害対⟇ィ⏬㸧࠘、

神ዉᕝ県、��1� ᖺ � 月。 
㸲㸴 神ዉᕝ県グ者発⾲㈨料、「災害時における葬⚍

用ရの౪⤥等に㛵する༠ᐃを⥾結しましたࠖ、神ዉ

ᕝ県、��1� ᖺ � 月 �� 日。 
㸲㸵 ྜྷ村、ࠗ㛵東大震災࠘ᩥᩥᗜ、1��� ᖺ 1 月。

ྠ書の「1� 死体ฎ⌮ࠖ(������� 㡫)の章では、� 月

1 日というṧᬬཝしい時ᮇに発生した㛵東大震災の

犠牲者たちの㓟㰯をᴟめた状況がඞ明にᥥされて

いる。 
㸲㸶 Ύ一、ࠗ横浜の㛵東大震災࠘、᭷隣ᇽ、

���� ᖺ � 月。 
㸲㸷 ྠ上、1 㡫。 
㸳０ ྠ上。��� 㡫。 
㸳１� NHKスࣝࣕࢩ࣌、ࠗ阪神・淡路大震災 ⛎めら

れた決᩿࠘、日本ᨺ㏦༠、���� ᖺ � 月 �� 日ᨺ㏦。

なお、ྠᖺ ��月、ᯘ⏨・⏣中⪽・㔜ᕝᕼᚿ౫著

ࠗ㜵災の決めᡭ「災害࢚スࢢࣀラࣇーࠖ㸫阪神・

淡路大震災⛎められたドゝ࠘が日本ᨺ㏦༠から出

∧されている。�
㸳㸰 Ύ一、������� 㡫。 
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ᯇୗᆂ୍と⚾の᭱ึのฟ࠸ 

 
��1� ᖺ � 月、⚾の༙ୡ⣖にわたってᩗឡ

するぶしい人であった元ἲ政大Ꮫ教ᤵのᯇ

下ᆂ一が亡くなった。�� ṓであった。ᯇ下

は 1��� ᖺ生まれ、⚾は � ṓ下の 1��1 ᖺ生

まれである。人の最初の出いは、1���
ᖺのᬽれのᯇ下が �� ṓ、⚾が �� ṓのとき

であった。 
ᯇ下は⚟市に出生し、ᪧ制㔠ἑ㧗ᰯから

東大ἲᏛ部に㐍ࡳᒣ┿⏨教ᤵ࣑ࢮにᒓし、

ックㄽを中ᚰとした㏆௦市Ẹ政治ࣟ・ࣥࣙࢪ

ᛮㄽの◊✲者であった。ࡑのᯇ下が、どの

ようにしてᡓ後日本の自治体ၥ㢟や都市ၥ㢟

に㛵ᚰをもࡘようになったのか。⚾とᯇ下の

㟷ᮇのまだ �� ṓ௦の時௦の出いとඹྠ

の事のなかにあったことを、いくࡘかの࢚

 。ードとともに⤂しておきたいࢯࣆ

よく▱られているようにᯇ下は政治Ꮫ者と

して数々の業⦼をṧしてきた。まず、ᯇ下の

生ᾭの事をࠗ⚾の事㸫著㏙┠㘓࠘㸦බ人

の♫、��1� ᖺ㸧として⦅㞟した、ᯇ下と

⚾のඹ通の人である神ཎ㸦ᾏ㐨大Ꮫྡ

教ᤵ㸧が、ࡑの「発หの㎡ࠖのなかで、業

⦼を次のようにせ約しているのを引用してお

きたい。 
「ඛ生は市Ẹ政治⌮ㄽあるいは㏆௦ၨⵚဴ

Ꮫの♽とされる 1� ୡ⣖イギリスのࣥࣙࢪ・

ࣟックの◊✲を㉳点にࠗ㏆௦市Ẹ♫政治⌮

ㄽ࠘の政治ᛮྐ◊✲をおこない、ࡑのᡂᯝ

を現௦にまでᩜ⾝して、ኊ大なᵓ力でࠗ現

௦市Ẹ♫政治⌮ㄽ࠘をᵓ⠏された、不ୡ出

のᛮᐙ・⌮ㄽᐙであった。ࠖ㸦また、ᯇ下

の生ᾭの業⦼にࡘいてヲ⣽に⤂した大ሯಙ

一著ࠗᯇ下ᆂ一日本をኚえる࠘トラࣥスビࣗ

ー、��1� ᖺをཧ↷して㡬きたい。㸧 
また、ᙼは地方分ᶒと市Ẹཧຍの⌮ㄽ的リ

ーࢲーの一人であったࡤかりでなく、行政の

実務にもヲしく、自らも地ᇦの実㊶άືにཧ

ຍしており、書斎のなかでの◊✲者にとどま

らなかったとこࢁに、ᙼの発ゝの㔜ࡳとᙳ㡪

力があった。ࡑのᯇ下は生ᾭ、現௦市Ẹ政治

の⌮ㄽと分析の数多くの著సをṧしたが、

1��� ᖺ௦༙ࡤ頃から、特に「自治体ᨵ㠉・

都市政⟇ࠖの分㔝にࡘいてᙉい㛵ᚰをもち始

め、ࡑの分㔝に㛵㐃する著సや実㊶άືが多

 

松下圭一の「自治体改革・都市政策論」の源流 

̕1��� ᖺ௦࣭ᡓᚋ᪥ᮏの㌿ᮇの࡞か࡛̕ 

 

                     㛵ᮾ学㝔大学ྡ教授  㬆ᾏ ṇὈ
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くなっていった。 
だが、ᙼの著సのなかでは、�� ௦後༙の

1��� ᖺ௦前後の自分自身の⌮ㄽᒎ㛤の経過

にࡘいて、特に建⠏ᐙたちとの出いにࡘい

てはㄒっていない。1��� ᖺ前後のᙼのな

著సを前ᥖࠗ⚾の事࠘の発⾲ᖺ次ู┠㘓か

らᢤ⢋してࡳよう。 

 

以上のように、この時ᮇのᙼの著సの発⾲

の多くはᒾἼ書ᗑと中ኸබㄽ♫からなされて

いる。ᯇ下が一⯡♫にὀ┠されたきっかけ

は、1��� ᖺ � 月ྕの中ኸබㄽㄅ上に発⾲し

た「日本における大⾗♫ㄽのព⩏ࠖにࡘい

てのㄽதが࣐ス࣑ࢥを㈰わしてからのことで、

以後は᪂㐍Ẽ㗦のⱝᡭ政治Ꮫ者としてᗈく▱

られるようになっていった。ࡑして、1���
ᖺ௦にධって、ᙼの取り上ࡆるࢸー࣐のなか

に、ࡑれまでの⌮ㄽを㋃まえた自治体ᨵ㠉ㄽ

や運ືㄽの著సや発ゝが多くなる。 
 

1��� ᖺ � ᭶の୰ኸබㄽㄅのࠕ᪥ᮏのᨻ

治ⓗᗏὶࠖの地ᇦ実ែ調査 

 
⚾がᯇ下と初めて一⥴に事をしたのは、

1��� ᖺ � 月のことで、ᙼが �� ṓ、⚾が ��
ṓのときである。⚾はࡑの頃、東大から⚟

島大のຓᡭを経て、1��� ᖺ � 月に⌮事㛗大

内ර⾨㸦東京大Ꮫྡ教ᤵ㸧・事務局㛗ᑠ᳃

Ṋの東京都政ㄪᰝに勤務していた。東京都

政ㄪᰝとは、東京都政をはじめ都市ၥ㢟や

地方自治のあり方を◊✲するため、1��� ᖺ

1� 月にᏛ者・◊✲者と東京都ປ㐃が中ᚰに

なって設立されたᅋ体である。⚾はࡑこで◊

✲員を務め、いくࡘかのㄽᩥも発⾲し、中ኸ

බㄽㄅにもᐤ✏していた。東京都政ㄪᰝの

内容にࡘいては、⚾の㸦「ᡓ時中㠉᪂とᡓ後

㠉᪂の㐃続性をめࡄってࠖ神ዉᕝ県地方自治

・ーࠗ自治◊かながわ月報࠘ࢱࣥࢭ✲◊

��1� ᖺ � 月ྕ㸧をཧ↷して㡬きたい。 
⚾は 1��� ᖺ 1 月に中ኸබㄽ⦅㞟部から、

「日本の政治的₻ὶࠖのඹྠㄪᰝにᯇ下と⤌

んでのཧຍをồめられた。ᯇ下とは前ᖺ 11
月頃に中ኸබㄽ⦅㞟部のᶫ本㐍から⤂され

て、一応㢦見▱りではあったが、まだ深くヰ

をすることはなかった。 
ㄪᰝの内容はᅜを � 方㠃に分け、ᯇ下

と⚾の人には㛵す方㠃の政治のືきや市Ẹ

1��� ᖺ 

� 月「ྐ的၏物ㄽと大⾗♫ࠖࠗᛮ࠘ 

� 月「日本における大⾗♫ㄽのព⩏ࠖ 

ࠗ中ኸබㄽ࠘

1��� ᖺ 

2 月「♫Ẹ⩏の༴機ࠖࠗ中ኸබㄽ࠘ 

11 月「ᛀれられたᢠᶒࠖࠗ中ኸබㄽ࠘ 

1��� ᖺ 

4 月「大⾗ኳⓚ制ㄽࠖࠗ中ኸබㄽ࠘ 

  6 月ࠗ市Ẹ政治⌮ㄽのᙧᡂ࠘(༢書・ᒾἼ書ᗑ)

6 月「日本の政治的ᗏὶࠖ㸦ඹྠㄪᰝ㸧 

ࠗ中ኸබㄽ࠘

  9 月ࠗ現௦政治の᮲௳࠘㸦༢著・中ኸබㄽ♫㸧

1��� ᖺ 

� 月「ᅜẸ運ືをどう発ᒎさࡏるかࠖ 

ࠗ中ኸබㄽ࠘ 

 10 月ࠗ大都市における地ᇦ政治のᵓ㐀࠘ 

㸦ඹྠㄪᰝ・東京都政ㄪᰝ㸧

1��1 ᖺ 

  2 月「自治体ᨵ㠉と自治ປࠖࠗ月ห自治◊࠘ 

  3 月「自治体ᨵ㠉とᵓ㐀ᨵ㠉ࠖ 

㸦ᯇ下ᆂ一、㬆ᾏṇὈ、ຍ⸨ᐉᖾ㸧 

ࠗ月หປാၥ㢟࠘

3月「㠉᪂政治ᣦᑟのㄢ㢟ࠖࠗ中ኸබㄽ࠘ 

� 月「地ᇦẸ⩏のㄢ㢟とᒎᮃࠖࠗᛮ࠘ 

11 月「ᡓ後日本♫のኚ容ࠖࠗ中ኸබㄽ࠘ 

1��� ᖺ  

4 月「都市ィ⏬のᮍ来ീをㄒるࠖ 

㸦ᯇ下ᆂ一、ᕝῧⓏ、㬆ᾏṇὈ、≟㣴⨾ᬛᏊ㸧

ࠗ♫᪂報࠘
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のືきのㄪᰝ報告を書いてḧしいとのことで

あった。ࡑのの方㠃にはἲ政大Ꮫの㜿Ⳙ

・ቑ島ᏹ、中ኸ大Ꮫの⸨ཎᙲ、ᒸᒣ大Ꮫの

ᕝ㝯ྜྷらの数人の教ᤵや◊✲者がຍわって

いた。 
1��� ᖺ௦の日本は、最㧗₻に㐩しようと

する日⡿Ᏻ保᮲約対㜚த㸦�� ᖺᏳ保㜚த㸧

のᅜẸ的┒り上がりの予をもって、数ᖺ前

から大きく時௦㌿のᗏὶがືき始めていた。

1��� ᖺ、政府は経῭白書のなかで「ᡓ後は

⤊ったࠖとᐉゝ、ᡓ後の地方自治ᶒを⦰ᑠし

て中ኸ㞟ᶒ体制をᙉし、1��� ᖺに「᪂㛗

ᮇ経῭ィ⏬ࠖを⟇ᐃし、⮫ᾏᕤ業地ᖏがᙧᡂ

され、急⃭な都市が㐍ࡳ、㎰村人口は大都

市に㞟中し始めていた。 
1��� ᖺには、教職員に対する「勤務ホᐃࠖ

を実施することに日教⤌の対運ືがᅜに

ᗈがり㸦勤ホ㜚த㸧、また、㆙ᐹᐁの職務ᶒ

限を大ᖜにᙉする㆙ᐹᐁ職務執行ἲ㸦㆙職

ἲ㸧のᨵṇに対してもᅜ的な対運ືが㉳

こるなどປാ⤌合運ື、市Ẹ⤫制をᙉめるこ

とに対して᪂Ᏻ保ᨵᐃၥ㢟をྵめてᅜにᅜ

Ẹ運ືがᗈがっていた。㧗ᗘ経῭ᡂ㛗ᮇにྥ

けて、ᕤ業・都市が㐍行するなかで、都

市ၥ㢟が⃭しබ害対の市Ẹ運ືなどが

ᅜྛ地にᗈがり始めていた。また、ᡓ後Ẹ

⩏の✵Ὕを༴するኌが大きくなってき

たのもこの頃からである。 
♫ඹ୧ඪをはじめປാ⤌合もᡓ後の政⟇や

運ືの体㉁の見直しを㏕られていた。また、

1��� ᖺ � 月の第 � ᅇ⤫一地方㑅ᣲを前に、

ྛ地方に᪂しい地ᇦ༢の⤌合運ືや市Ẹ⤌

⧊が生まれてきた。1��� ᖺ௦を前に、日本

♫はᯇ下がいう「ムラᆺ㎰村♫ࠖから

「都市ᆺ♫ࠖへとኚわり始め、ࡑこにさま

ざまな♫டが生じていた。ඹྠㄪᰝはࡑ

うした᪂しい時௦へのኚのᗏὶのືきをᤊ

えようと⏬されたのであった。⚾とᯇ下が

出ったのは、ᡓ後政治と♫ᵓ㐀の㌿の

┿っただ中であった。 
⚾とᯇ下は東京㥐から夜行ᐷྎ車で、まず

大阪にྥかった。ᙼは、ኳⓚ制にࡘいての

ㄽᩥを書いている最中だということで、ิ車

の中ではᡓ後の♫ᵓ㐀のኚをめࡄるヰ㢟

が中ᚰとなった。ࡑれに㛵㐃して、ここでち

ࣆ࢚っとしたᙼの♫的㛵ᚰへのᩄឤさのࡻ

 。ードを⤂したいࢯ
人で大阪市内をṌいていたときのこと、

ᙼが大きなኌをあࡆて「㬆ᾏྩ見ࢁよ。これ

こࡑᡓ後ኳⓚ制が大⾗したドᣐだࠖという

ので見たら、ストリッࣉ場のධ口に、「毛

㸫が㈞ってあっࢱス࣏性፧ࠖと書いたࡈ・⦰

た。㸲月にはⓚኴᏊࡈኵጔの結፧ᘧが予ᐃさ

れていたのだ。ࡑして㸰か月後の中ኸබㄽ㸲

月ྕには、ᙼの「大⾗ኳⓚ制ㄽࠖがᥖ㍕され

てヰ㢟をんだのであった。もちࢁん、ㄽᩥ

のなかではࡑのことにはゐれていない。 
数日をかけて人で㛵すྛ地のປാ⤌合⤌

⧊や自治体、地ᇦ運ືᅋ体をࣖࣄリࣥࢢして

まわった。ᯇ下は地ᇦ現場の政ඪやປാ⤌合

の人たち、自治体・ఫẸ運ືなどの地方政治

の⤌⧊にじかに接するのは初めてのことだと、

⯆ዧをᢚえきれない様Ꮚであった。⚾はᙼに

都政ㄪᰝでㄪていた、ᅜ政のᗏ㎶の置か

れている地方自治体の⤌ࡳやఫẸとの㛵係

のၥ㢟点、ᅜྛ地でさまざまなఫẸ⤌⧊や

市Ẹのᢠが㉳こり始めていることをヰした。

ᙼは「ನにはこれまでࡑこがᢤけていたࠖと

ᙉい㛵ᚰを♧していた。 
リ࣏㸫トは人で᪑㤋に⨁ワになって書き

上ࡆて中ኸබㄽにᥦ出した。報告書では次の

ようにᡓ後の業ู⦪りの運ືにኚがお

きていること、また、ᯇ下がこれまでᣦし

ている日本♫における「ムラᵓ㐀ࠖを地ᇦ

ᮎ➃でᨭえているのは、地ᇦ᭷力者と地方自

治体のྂい行政とᙺ人⤌⧊であり、ࡑれに

ᢠする市Ẹ運ືがྛ地でᗈがってきているこ

とをᣦしたものであった。 
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報告書には勤ホ対㜚தのでࡳると、

「ᅇのྛ地のㄪᰝにおいて③ឤしたことは、

かなりの地ᇦで勤ホ・㆙職ἲ対のඹ㜚⤌⧊

が地ᇦඹ㜚としてά発にάືしており、ࡑれ

れの地ᇦにおけるᅜẸ運ືの遺⏘となってࡒ

いるということであった。なかでも１ᖺ㏆く

にわたって地方ᶒ力と対ᢠしなけれࡤならな

かった勤ホ対⤌⧊の᰿ᙉさは、予እとい

ってよいものであった。ྛ地にࠗẸ教⫱を

守る࠘ࠗ勤ປ者༠㆟࠘などさまざまな

ࠗ地ᇦඹ㜚࠘のᒃఫ者⤌⧊がᗈがってきてい

た。ࡑこでは地ᇦのປാ⤌合員、一⯡勤ປ者、

ၟ人、ᐙᗞの፬などの↓数のྡもない人々

によってᨭえられ、いまなおάືを࡙ࡘけて

いる。ࠖと書いた。 
報告書で予したように、1��� ᖺ � 月の

⤫一地方㑅の結ᯝは、地方に᪂しいືきが始

まっていることを♧すものであった。㓇⏣市、

⛅⏣市、ᒸᒣ市、ᯛ方市、ᾆ市、大宮市な

ど、これまで保守⊂༨であった地方中ሀ都市

に㠉᪂⣔市㛗が続々と生まれてきた。ࡑれは

� ᖺ後の 1��� ᖺの⤫一地方㑅で大都市をは

じめ、地方都市にさらに多くの㠉᪂自治体が

ㄌ生し、ࡑの後の㠉᪂自治体時௦のᖥ㛤けに

 。ながるものであったࡘ
  

地ᇦẸ⩏の☜❧と自治యᨵ㠉のᥦ

ၐ 

 
1��� ᖺにධり、Ᏻ保対をめࡄるᅜẸ的

運ືが日ましに大きくなっていた。⚾とᯇ下

は前ᖺの中ኸබㄽの政治ᗏὶㄪᰝを㋃まえて、

対ᅜẸ運ືがᅜに㞟中するなか、地方だ

けでなく大都市のᗏ㎶がどうなっているのか、

とくに東京という大都市のᗏ㎶での政治的ᗏ

ὶを検ドしてࡳるᚲせをឤじていた。ࡑこで

ᯇ下のఫࡴ大都市ᆺఫᏯ地のᮡ୪区を対㇟地

区として、ࡑこでの都政と区政、政ඪやປാ

⤌合、市Ẹのືきなどを中ᚰに「大都市にお

ける地ᇦ政治のᵓ㐀ࠖの実態ㄪᰝを、東京都

政ㄪᰝの事として始める⏬を立ち上ࡆ

ることとした。 
ἲ政大Ꮫの㜿Ⳙ、ᅜᏛ㝔大Ꮫの㧗木㖍

సもຍわってくれた。�� ᖺᏳ保㜚தのࣔࢹ

がᅜを取りᕳくなかで、政府は「ᅜのእ

のẸ⾗は㔝⌫場に‶員ではないかࠖとうࡪࡑ

いていた。しかし、時௦のືきは᪤ᡂ政治体

制の見直しがồめられてきた時ᮇにධってい

た。⚾とᯇ下は中ኸ✺破のࣔࢹがᅜを取り

ᕳいているなかで、ᮡ୪区のㄪᰝにධりᾐっ

ていた。 
ㄪᰝを通じて最も大都市ᆺఫᒃ地ᇦといわ

れたᮡ୪区のなかから、大都市におけるムラ

ᵓ㐀とࡑれをᨭえる自治体と地ᇦの実態がᾋ

かびあがってきた。ㄪᰝ報告のまとめを、ᯇ

下と人で神⏣の᪑㤋に泊まりこんで書いた。 
こうして、報告書のࢱイトࣝの「地ᇦẸ

⩏ࠖは⚾が、ᯇ下が「自治体ᨵ㠉ࠖとྡ付

けて、1��� ᖺ 1� 月にࠗ大都市における地

ᇦ政治のᵓ㐀࠘として出∧にこࡂ着けた。ᡓ

後政治体制の✵Ὕに対ᢠする政治┠ᶆとし

て、地ᇦẸ⩏と自治体ᨵ㠉の㔜せ性をᥖ

 。た最初のၥ㢟ᥦ㉳であったࡆ
報告書では、「地ᇦẸ⩏の確立と自治

体ᨵ㠉ࠖが急務であるとして、次のように書

いた。「地ᇦにおけるẸ⩏のᮍᡂ⇍は、

㎰村や地方中ᑠ都市ࡤかりではない。東京に

おいてもこのᙅさをはっきりとࡘかまなくて

はならない。東京においてもࠗムラ࠘がある。

ᅜ࿘㎶での �� といわれるࣔࢹの㧗ᥭも、

ᒃఫ地を⣲通りしているのにほかならなかっ

た。後、地ᇦẸ⩏を確立し、自治体の

ᵓ㐀ᨵ㠉に取り⤌ࡴことは、ᡓ後Ẹ⩏の

実体を┠ᣦすẸໃ力のᚲ㡲のㄢ㢟であࢁ

う。これまでなࡐこのような方ྥでのάືが

⤌まれなかったことにࡘいての┬は、日本

のẸໃ力の体㉁自体の深い┬とࡴすびࡘ

かࡤࡡならない。ࠖ 
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ᕥからὸ⏣孝㸦1��� ᖺ �1 ṓ㸧 ᯇୗᆂ୍㸦1��� ᖺ �1 ṓ㸧 㬆ᾏṇὈ㸦1��� ᖺ �� ṓ㸧ࠋ

㸦ὸ⏣┿ࡣὸ⏣ーࣈ࢝ᥦ౪ࠊᯇୗ࣭㬆ᾏ┿ࡣ㬆ᾏᥦ౪㸧 

この報告書はすࡄには㡪をࡤなかった

が、ᯇ下はすࡄ続けて「自治体ᨵ㠉のព⩏ࠖ

や「地ᇦẸ⩏のㄢ㢟とᒎᮃࠖなどのㄽᩥ

を発⾲し、ㄽቭのὀ┠を㞟めた。ࡑのなかで、

ᙼは政治ྐのど点から、「ࡑれは日本の㏆௦

ᛮないし㠉᪂ᛮが、ムラ㏨亡者として東

京に㞟中した政治ᛮ的リーࢲーによってᢸ

わされたことによるࠖと分析している。 
⚾はࠗᡓ後自治体ᨵ㠉ྐ࠘㸦日本ホㄽ♫、

1��� ᖺ㸧のなかで次のように⥾めくくった。

「このリ࣏ートは、大都市ᗏ㎶におけるᙉᅛ

な地ᇦ᭷力者を中ᚰとしたムラᵓ㐀の存ᅾを

ᣦするとྠ時に、ࡑれに௦わる᪂しい都市

♫のᡂ⇍とࡑのᢸいᡭのなかに、地ᇦẸ

⩏のⴌⱆを見出している。ᡓ後の᪤ᡂ㠉᪂

ໃ力が見ⴠとしてきたࠗ都市࠘ࠗ市Ẹ࠘ࠗ自

治࠘というᴫᛕが、はじめて自治体政⟇のな

かに置࡙けられ、市Ẹ運ືがわがᅜではじ

めてṇ⤫なホ౯を受けることとなった。ࠖ 
㸦なお、「日本の政治的ᗏὶࠖ「大都市に

おける地ᇦ政治のᵓ㐀ࠖ「地ᇦάືのᡭびきࠖ

はࠗ㈨料・㠉᪂自治体１࠘ࠑ日本ホㄽ♫、

1��� ᖺࠒに収㘓されている。このϨとϩの

㈨料㞟はᯇ下、神ཎ、大▮㔝ಟ前㱟㇂大Ꮫ教

ᤵ、⚾の㸲人が⦅㞟者となり、㠉᪂自治体に

㛵するグ㘓が⥙⨶されている。㸧 
 

⎔ቃ㛤Ⓨセンターのὸ⏣孝と࣓タࣜ࣎

 ࠸とのฟࣉーࣝࢢ࣭࣒ࢬ

 
中ኸබㄽの事とᮡ୪ㄪᰝを⤊えて、ᯇ下

は東京都政ㄪᰝの◊✲にཧຍするように

なり、自治体ၥ㢟の本やᩥ⊩をㄞࡳ始めてい

た。この頃、⚾は東京都政を◊✲するのに都

市ၥ㢟とくに都市࡙くりの▱㆑がᚲせだと⪃

えていた。当時のさまざまの都市ၥ㢟に㛵す

るᩥ⊩や書物をㄞんでいたとこࢁ、⎔ቃ㛤発

、ーのὸ⏣Ꮥの数多くの発ゝに出いࢱࣥࢭ

 。のඃれた見㆑にឤ㖭を受けていたࡑ
こで、東京都政ㄪᰝの機㛵㞧ㄅ「都政ࠖࡑ

のᗙㄯへの出ᖍを౫頼するために、㖟ᗙに

あった⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーにὸ⏣をゼࡡた。ࡑ

こでࢱࣥࢭーに㞟まるⱝい建⠏ᐙや̿ࢼࢨࢹ

の人たちと▱り合いになり、ࡑの௰間にいれ

てもらった。㸦ὸ⏣の著書にࠗ⎔ቃ㛤発ㄽ࠘

�鹿島出∧、1ࠑ�� ᖺࠒがある。また、ὸ

⏣の人物ീと業⦼にࡘいては➲ཎඞࠗὸ⏣Ꮥ࠘

�ーム♫、��1࢜ࠑ ᖺࠒをཧ↷して㡬きた

い。㸧 
ὸ⏣は 1��1 ᖺに東大建⠏Ꮫ⛉にධᏛし、

Ꮫᚐື員でᾏ㌷ᢏ⾡中ᑚとしてཎ⇿ᢞ下あと

のᗈ島の㊧地ᩚ⌮に立ちって、ᡓதのᝒ

さを体㦂している。翌ᖺ東大にᖐし、ࡑの

時大Ꮫ㝔にいた建⠏ᐙ下୕のᘵᘵᏊとし 
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て下◊✲ᐊを設立した。下の下で、ᗈ島

のᖹグᛕබᅬの建設のຓᡭを務めた。ࡑの

後、1��� ᖺに༡ᴟ᥈検⏬メࣥࣂーの中ᚰ

として༡ᴟᇶ地を設ィしている。 
1��� ᖺには日本で㛤ദのୡ界ࢨࢹイࣥ

㆟の事務局㛗をࡘとめ、ᩥ明ㄽ的ど点から都

市のあり方をㄝく᪂しい都市ࣉラࣥࢼーとし

てὀ┠を㞟めていた。また、ࡑのᖺにはྠ時

に横浜市内に、政府のⓚኴᏊᚚᡂ፧グᛕ事業

の「こどものᅜࠖ建設の設ィ⟶⌮をᢸ当して

いる。ࡑのために、横浜にはなんども足を運

んでいた。 
1��� ᖺにὸ⏣の下に都市ၥ㢟をめࡄる▱

的άືを┠ᣦす多くの人ᮦが㞟まってきて、

メ࣎ࢱリズム・ࣝࢢーࣉ㸦ͤ⦅㞟部ὀ㸸「メ

リズムࠖは、生物Ꮫで「᪂㝞௦ㅰࠖをព࣎ࢱ

する。㸧を結ᡂした。メ࣎ࢱリズムとは、都

市をḢ⡿の都市のようなྂ的、ᅛᐃ的なも

のとは⪃えず、生々発ᒎする都市と♫のあ

り方を⪃え、ᆺにはまった㏆௦合⌮⩏を

┬するど点に立ࡘものであった。ὸ⏣事務ᡤ

はࡑのࣝࢢーࣉの⁀り場であった。ࡑしてὸ

⏣は 1��1 ᖺに、㖟ᗙに都市࡙くり◊✲者

の「⾤㐨場ࠖとして「⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーࠖを

設立していた。 
こには㞧ㄅࠗ᪂建⠏࠘の⦅㞟㛗で建⠏ホࡑ

ㄽᐙのᕝῧⓏをはじめ、ⱝᡭ建⠏ᐙの大㇂ᖾ

ኵ、⳥➉Ύ訓、ᵐᩥᙪ、大㧗ṇ人、㯮ᕝ⣖章、

ࢹーの⢖ὠ₩、⏘業ࢼイࢨࢹ・ックࣇラࢢ

ーのᰤஂᗡ᠇ྖ、経῭⏬ᗇの下Ἑ㎶ࢼイࢨ

῟、朝日᪂⪺ㄽㄝጤ員の木ཎၨྜྷなど、ᅜの

ᐁからメ࣎ࢱリズムの建⠏ᐙや᪂㐍ࢨࢹイ

ーなど多ኈ῭々のⱝいᑓ㛛ᐙたちが㞟まっࢼ

ていた。後に横浜市の᪂しい都市ᵓ㐀ᨵ㠉の

ための「㸴大事業ィ⏬ࠖのᇶ本ᵓ࡙くりに

ཧຍしてくれたのもこの人たちである。⏣村

明とともに横浜の都ᚰ部の⾤路に埋めたࢱイ

ࣝの㐨案内∧のࢨࢹイࣥをᢸ当し、さらに市

Ⴀ地下㕲のྛ㥐⯋のࢨࢹイࣥもおこなったの

は⢖ὠ₩である。 
⚾は 1��1 ᖺ頃都市ၥ㢟をຮᙉするため

に、ᯇ下を⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーの௰間にはいる

ようㄏい、ὸ⏣にᙼを⤂した。ὸ⏣はすࡄ

◊に自治体ၥ㢟ࣇーࢳー内にᕝῧⓏをࢱࣥࢭ

✲を⤌⧊し、さまざまな人たちを⤂して

くれた。◊✲ではࡑれࡒれのメࣥࣂーが都

市ၥ㢟をㄽじてくれた。ᯇ下と⚾はὸ⏣の都

市ၥ㢟やࢨࢹイࣥにࡘいてのᙼのᕦጁかࡘ㏕

力ある「都市や建⠏に㛵するᗙㄯࠖと、メࣥ

ものがࡪーたちの᪂しい都市ほに㦫きとᏛࣂ

大きかった。ᙼらとのὶはᯇ下にもࣙࢩッ

クであった。政治⌮ㄽや♫ホㄽを中ᚰにし

てきたᙼにとって、都市ィ⏬や建⠏、都市ࢹ

 。イࣥという分㔝は初めての体㦂であったࢨ
特にᯇ下はࡑれ以後「都市のィ⏬とࢨࢹイ

ࣥࠖという分㔝にすࡈく⯆をもち始めた。

ビࣝࢥ・ࣝ、ード࢛ࣇ࣐ࣥ・して、ࣝイスࡑ

など建ࢳビࣥ・リࣥࢣ、下୕、࢙ࢪࣗ

⠏・都市㛵係の本やㄽᩥを⊛Ⅿなໃいでㄞん

で、┠から㫣がⴠちるᛮいをしたと⚾にㄒっ

たものであった。 
特にᙼが㛵ᚰをもったのが、1��� ᖺにୡ

界中の建⠏ᐙたちのᅜ㝿㆟㸦㹁㹇㸿㹋㸧で

、の後の都市࡙くりの規⠊としてࡑ、くられࡘ

都市ィ⏬のあり方をᥦ♧した �� ᮲にわたる

「アࢿࢸ᠇章ࠖと、ࡑれに対する「ࢳーム

1�ࠖのᢈุであった。後の「ࢩビࣝ・ࢽ࣑

となっࡘ出す่⃭の一ࡳムㄽࠖの発を生࣐

たといえるのではないかと⚾はᛮっている。 
こうして都市政⟇や建⠏、ࢨࢹイࣥのあり

方に始めて┠ぬめたのはᯇ下が �� ṓのこの

時ᮇであった。ᯇ下が自分の発と⌮ㄽᒎ㛤

のṔྐ的経過をり㏉ったࠗ自治体ᨵ㠉・Ṕ

ྐとの対ヰ࠘㸦ἲ政大Ꮫ出∧局、��1� ᖺ㸧

とᖺ次ẖに発⾲された著㏙の経過でࡳるよう

に、ࣟックの市Ẹ政治ㄽをᇶ本にした政治⌮

ㄽのなかに、自治体ၥ㢟と都市政⟇が結びࡘ

いていくようになっていく。 
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けຍえると、⏣村明が大阪の♫を㎡めࡘ

て⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーのὸ⏣の下にィ⏬部㛗と

してධるため、横浜に⛣ってきたのは 1���
ᖺのᬽれであった。ᯇ下と⚾と⏣村との最初

の出いである。㸦⏣村はࡑの後、1��� ᖺ

に横浜市の都市࡙くりの中ᚰである⏬ㄪᩚ

部㛗として㣕㫽⏣市㛗に㏄えられる。ࡑの業

⦼にࡘいては、⏣村明ࠗ都市ࣉラࣥࢼー・⏣

村明の㜚い࠘ࠑᏛⱁ出∧♫、���� ᖺࠒをཧ

↷されたい。㸧 
また、ᯇ下はᏳ保㜚தのあとᮡ୪ㄪᰝで▱

りあったዪ性たちの地ᇦ市Ẹ運ືの実㝿にも

㛵ᚰをもち、⚾と人でసᐙ・ᡭᩥᏊなど

のዪ性たちを中ᚰにした「ᮡ୪市Ẹのࠖに

ཧຍし、さまざまな地ᇦάືをともにした。

ཎỈ⇿⚗Ṇの⨫ྡᣑ大、ᮡ୪区のまち࡙くり、

とくに児❺බᅬၥ㢟などであった。また、㫽

ᾏᚿࡆᏊたちの「どんࡄりのࠖともぶしく

付き合っていた。ࡑこから 1��1 ᖺに東京都

政ㄪᰝとᯇ下のඹྠ執➹ࠗ地ᇦάືのᡭ引

き࠘を発行している。 
の頃のᙼは◊✲に明けᬽれた生άからゎࡑ

ᨺされたẼ分で、実に生き生きとしていた。

してᯇ下は大⾗♫ㄽなどの政治・♫ㄽࡑ

だけでなく、地ᇦの実㊶άືと市Ẹ生άの実

㝿にもᙉい㛵ᚰをᣢࡘようになった。後のᙼ

の地ᇦၥ㢟への㛵ᚰと特にዪ性のᶒと運ື

にࡘいての㛵ᚰはこの体㦂があったからだと

ᛮう。 
うした経㦂が、さらにࡑ �� ᖺ௦の東大教

ᤵのすᑿらともに、1��� ᖺに㠉᪂市㛗に

なった後⸨႐ඵ㑻Ṋⶶ㔝市㛗の下で市Ẹཧຍ

の地ᇦ࡙くり都市࡙くりの中ᚰになり、㛗ᮇ

ィ⏬「Ṋⶶ㔝市ィ⏬ࠖ⟇ᐃの実㊶άືにࡘな

がっていったのであࢁう。 
 

 

 

 

ᯇୗの♫ඪのධඪၥ題と㠉᪂自治

యとの㛵ಀ 

 
�� ᖺ௦の都市ᆺ♫への㌿ᮇのなかで、

㠉᪂㝕Ⴀはᡓ後の♫⩏運ືからの㌿が

ồめられ始め、᪂しい政治┠ᶆを模索してい

た最中であった。ようやく♫ඪのなかに᪂

しい「ᵓ㐀ᨵ㠉ㄽࠖがᗈがり始めた。数ᖺ前

から▱ᕫがあった♫ඪのỤ⏣୕㑻㆟員はじ

めとして、書グ局のᵓ㐀ᨵ㠉୕⩚࢞ラスと

れた㈗島ṇ㐨、ຍ⸨ᐉᖾ、᳃Ọᰤᝋらがᯇࡤ

下にὶをồめてきた。⚾たちもᙼらの♫

ඪ内のᨵ㠉にᮇ待し、ᯇ下は急㏿に♫ඪの

᪂しいࣝࢢーࣉとὶを深めていった。一方、

自治ປも自治◊㞟を⤌⧊し、ࡑれまでの

「自治体㜚தࠖから「自治体ᨵ㠉ࠖへと、ఫ

Ẹとの㐃ᦠを┠ᣦすようになっていた。 
1��1 ᖺ 1 月に、日本ホㄽ♫のࠗ月ห・ປ

ാၥ㢟࠘の � 月ྕのᗙㄯを、ᯇ下と♫

ඪのຍ⸨ᐉᖾと⚾の � 人で「自治体ᨵ㠉と

ᵓ㐀ᨵ㠉ࠖのᗙㄯをおこなっている。ࡑし

て 1��1 ᖺに♫ඪは特にᯇ下のᙉいാきか

けもあって「自治体ᨵ㠉ࠖを、初めて運ື方

㔪に取りධれた。 
さらに 1��� ᖺ、ᯇ下は♫ඪからࠗᅜẸ

政治ᖺ㚷࠘ࠗ地方政治ᖺ㚷࠘の⦅㞟を౫頼さ

れ、当時機㛵⣬局にいた神ཎ㸦ᾏ㐨大Ꮫ

ྡ教ᤵ㸧が⦅㞟実務をᢸ当し、⚾も一⥴に

事をᡭఏっていた。ࡑの時、ᯇ下から┦ㄯ

を受けた。ࡑれは♫ඪ機㛵⣬局から、♫

ඪにධりඪ機㛵⣬「♫᪂報ࠖの⦅㞟㛗にな

ってくれないかとのせㄳをされたというので

ある。ᯇ下は東大のᏛ生時௦に「東大Ꮫ生᪂

⪺ࠖの⦅㞟㛗をやっており、日頃、「♫᪂

報ࠖの⦅㞟にࡘいてアドࣂイスをしていたこ

とも⌮⏤の一ࡘであった。ᙼは受けようかど

うしようかと㏞っているが、どうᛮうかとい

う┿なヰであった。 
ᙼは 1��1 ᖺの♫ඪの運ື方㔪に「自治
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て下◊✲ᐊを設立した。下の下で、ᗈ島

のᖹグᛕබᅬの建設のຓᡭを務めた。ࡑの

後、1��� ᖺに༡ᴟ᥈検⏬メࣥࣂーの中ᚰ

として༡ᴟᇶ地を設ィしている。 
1��� ᖺには日本で㛤ദのୡ界ࢨࢹイࣥ

㆟の事務局㛗をࡘとめ、ᩥ明ㄽ的ど点から都

市のあり方をㄝく᪂しい都市ࣉラࣥࢼーとし

てὀ┠を㞟めていた。また、ࡑのᖺにはྠ時

に横浜市内に、政府のⓚኴᏊᚚᡂ፧グᛕ事業

の「こどものᅜࠖ建設の設ィ⟶⌮をᢸ当して

いる。ࡑのために、横浜にはなんども足を運

んでいた。 
1��� ᖺにὸ⏣の下に都市ၥ㢟をめࡄる▱

的άືを┠ᣦす多くの人ᮦが㞟まってきて、

メ࣎ࢱリズム・ࣝࢢーࣉ㸦ͤ⦅㞟部ὀ㸸「メ

リズムࠖは、生物Ꮫで「᪂㝞௦ㅰࠖをព࣎ࢱ

する。㸧を結ᡂした。メ࣎ࢱリズムとは、都

市をḢ⡿の都市のようなྂ的、ᅛᐃ的なも

のとは⪃えず、生々発ᒎする都市と♫のあ

り方を⪃え、ᆺにはまった㏆௦合⌮⩏を

┬するど点に立ࡘものであった。ὸ⏣事務ᡤ

はࡑのࣝࢢーࣉの⁀り場であった。ࡑしてὸ

⏣は 1��1 ᖺに、㖟ᗙに都市࡙くり◊✲者

の「⾤㐨場ࠖとして「⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーࠖを

設立していた。 
こには㞧ㄅࠗ᪂建⠏࠘の⦅㞟㛗で建⠏ホࡑ

ㄽᐙのᕝῧⓏをはじめ、ⱝᡭ建⠏ᐙの大㇂ᖾ

ኵ、⳥➉Ύ訓、ᵐᩥᙪ、大㧗ṇ人、㯮ᕝ⣖章、

ࢹーの⢖ὠ₩、⏘業ࢼイࢨࢹ・ックࣇラࢢ

ーのᰤஂᗡ᠇ྖ、経῭⏬ᗇの下Ἑ㎶ࢼイࢨ

῟、朝日᪂⪺ㄽㄝጤ員の木ཎၨྜྷなど、ᅜの

ᐁからメ࣎ࢱリズムの建⠏ᐙや᪂㐍ࢨࢹイ

ーなど多ኈ῭々のⱝいᑓ㛛ᐙたちが㞟まっࢼ

ていた。後に横浜市の᪂しい都市ᵓ㐀ᨵ㠉の

ための「㸴大事業ィ⏬ࠖのᇶ本ᵓ࡙くりに

ཧຍしてくれたのもこの人たちである。⏣村

明とともに横浜の都ᚰ部の⾤路に埋めたࢱイ

ࣝの㐨案内∧のࢨࢹイࣥをᢸ当し、さらに市

Ⴀ地下㕲のྛ㥐⯋のࢨࢹイࣥもおこなったの

は⢖ὠ₩である。 
⚾は 1��1 ᖺ頃都市ၥ㢟をຮᙉするため

に、ᯇ下を⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーの௰間にはいる

ようㄏい、ὸ⏣にᙼを⤂した。ὸ⏣はすࡄ

◊に自治体ၥ㢟ࣇーࢳー内にᕝῧⓏをࢱࣥࢭ

✲を⤌⧊し、さまざまな人たちを⤂して

くれた。◊✲ではࡑれࡒれのメࣥࣂーが都

市ၥ㢟をㄽじてくれた。ᯇ下と⚾はὸ⏣の都

市ၥ㢟やࢨࢹイࣥにࡘいてのᙼのᕦጁかࡘ㏕

力ある「都市や建⠏に㛵するᗙㄯࠖと、メࣥ

ものがࡪーたちの᪂しい都市ほに㦫きとᏛࣂ

大きかった。ᙼらとのὶはᯇ下にもࣙࢩッ

クであった。政治⌮ㄽや♫ホㄽを中ᚰにし

てきたᙼにとって、都市ィ⏬や建⠏、都市ࢹ

 。イࣥという分㔝は初めての体㦂であったࢨ
特にᯇ下はࡑれ以後「都市のィ⏬とࢨࢹイ

ࣥࠖという分㔝にすࡈく⯆をもち始めた。

ビࣝࢥ・ࣝ、ード࢛ࣇ࣐ࣥ・して、ࣝイスࡑ

など建ࢳビࣥ・リࣥࢣ、下୕、࢙ࢪࣗ

⠏・都市㛵係の本やㄽᩥを⊛Ⅿなໃいでㄞん

で、┠から㫣がⴠちるᛮいをしたと⚾にㄒっ

たものであった。 
特にᙼが㛵ᚰをもったのが、1��� ᖺにୡ

界中の建⠏ᐙたちのᅜ㝿㆟㸦㹁㹇㸿㹋㸧で

、の後の都市࡙くりの規⠊としてࡑ、くられࡘ

都市ィ⏬のあり方をᥦ♧した �� ᮲にわたる

「アࢿࢸ᠇章ࠖと、ࡑれに対する「ࢳーム

1�ࠖのᢈุであった。後の「ࢩビࣝ・ࢽ࣑

となっࡘ出す่⃭の一ࡳムㄽࠖの発を生࣐

たといえるのではないかと⚾はᛮっている。 
こうして都市政⟇や建⠏、ࢨࢹイࣥのあり

方に始めて┠ぬめたのはᯇ下が �� ṓのこの

時ᮇであった。ᯇ下が自分の発と⌮ㄽᒎ㛤

のṔྐ的経過をり㏉ったࠗ自治体ᨵ㠉・Ṕ

ྐとの対ヰ࠘㸦ἲ政大Ꮫ出∧局、��1� ᖺ㸧

とᖺ次ẖに発⾲された著㏙の経過でࡳるよう

に、ࣟックの市Ẹ政治ㄽをᇶ本にした政治⌮

ㄽのなかに、自治体ၥ㢟と都市政⟇が結びࡘ

いていくようになっていく。 
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体ᨵ㠉ࠖの㔜せ性を取りධれさࡏたという㈐

௵をឤじているし、Ụ⏣୕㑻書グ㛗との㛵係

からも↓下に᩿れないというのであった。神

ཎもྠᖍした３人のᖍで、⚾はこれからも実

㊶を㋃まえた◊✲者の立場を㈏くきだとᙉ

く対した。ࡑの頃、♫ඪの内部にはᯇ下

が書グ局にධってくるࡑうだというヰが㦫き

とᮇ待をもってშされていた。神ཎと⚾のព

見ࡤかりではないだࢁうが、結局ᙼは᩿って、

のうちᵓ㐀ᨵ㠉ㄽが♫ඪのなかでᑡ数ὴࡑ

となり、ࡑのヰは消えてしまった。しかし、

ᯇ下は当時┿にᝎんでいたのであった。こ

れはᙼが �1 ṓのときで、これでࡑの後のᙼ

のᏛ者として㐍ࡴき㐨がはっきりしたとい

っていいとᛮう。 
もう一ࡘ、グ㘓しておきたい出来事があっ

た。ࡑれは 1��1 ᖺのᬽれに、自治ປの自治

◊ㅮᖌᅋのメࣥࣂーから⚾とᯇ下にいたい

という㐃⤡があった。場ᡤは᭷ᴦ町のᒣᡭ⥺

の࢞ード下のႚⲔᗑであった。当時㟁Ẽ通ಙ

大のⷧಙ一教ᤵの、数人の人たちが待って

いた。ヰはᯇ下を自治◊ㅮᖌᅋにຍධして㈔

いたいのだが、これまでの市Ẹ♫ㄽにຍえ

てもっと自治ປのど点もධれてくれるならࡤ、

ㅮᖌᅋメࣥࣂーに᥎⸀してもいいのだがとい

うことであった。 
当時の自治◊ㅮᖌᅋは京大の島ᜤᙪ教ᤵが

中ᚰになってᵓᡂされ、どちらかというとඹ

⏘ඪ⣔の◊✲者が多かった。ႚⲔᗑで市Ẹ♫

と市Ẹ運ືの認㆑にࡘいて㛗いㄽதが始ま

った。ᯇ下の態ᗘははっきりしていた。ヰし

合いはものูれになり、ᙼは後自治◊㞟

にはᑗ来とも絶対ཧຍしないと⚾にពẼ㎸ん

だ。⚾にもྩもࡑうしࢁといっていたが、⚾

は都政ㄪᰝの職員としてࡑうはいかなかっ

た。事実、ᙼはࡑの後、�� ᖺ㏆く、ᅜ自

治◊のㅮᖌᅋとしてཧຍすることはなかった。 
1��� ᖺ � 月の第 � ᅇ⤫一地方㑅ᣲで、東

京都▱事㑅では保守の東㱟ኴ㑻と㠉᪂からර

ᗜ県▱事だった阪本がೃ⿵者となり、⚾と

ᯇ下は⥲ホの都Ẹ㑅対にධることをせㄳされ、

� 月中一⥴に㑅ᣲ運ືにຍわり、東京中を㉮

りまわっていた。阪本はだめだったが、大阪

市、京都市、ᕞ市を始め、東京ではṊⶶ

㔝市、ㄪ布市など中都市に前ᅇよりもさらに

多くの㠉᪂市㛗がㄌ生した。横浜では♫ඪ

の㣕㫽⏣一㞝が横浜市㛗に当㑅した。 
してࡑ � 月にはいり、✺↛、㣕㫽⏣市㛗

から⚾に㐃⤡があって、横浜市にはいって一

⥴にやってくれないかということであった。

⚾と㣕㫽⏣とはᙼの㑅ᣲの応₇ㄝをしたと

き、一ᗘだけ㠃㆑があっただけであった。⚾

はᑠ᳃Ṋ、ὸ⏣Ꮥ、中ኸබㄽ⦅㞟部の人た

ち、ࡑしてなによりもᯇ下と┦ㄯして横浜市

にධることとなった。ὸ⏣は「㣕㫽⏣市政を

応してやるからやれࠖ、ᯇ下は「ನは⌮ㄽ

で㡹ᙇるから、ྩは現場で㡹ᙇってくれ。㣕

㫽⏣のᥦ案する一人市Ẹ㞟をᡂຌさࠖࢁࡏ

とບましてくれた。⚾が �1 ṓの時である。 
⚾は横浜市にはいるとすࡄ、ὸ⏣Ꮥを㣕㫽

⏣市㛗に⤂した。また、⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭー

に㞟まる建⠏ᐙやࢨࢹイࢼーたちに横浜にき

てもらい、どᐹをఱᗘもおこなった。ὸ⏣

は⥭急におこなうき、いくࡘかのᥦ案を⚾

にしてくれた。後に⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーの人た

ちはⓙ、㸴大事業のィ⏬࡙くりをᡭఏってく

れた。 
�して、1ࡑ�� ᖺにはὸ⏣、⏣村、㣕㫽

⏣と㬆ᾏの � 人で、横浜の都市ᨵ㐀ィ⏬と

なる㸴大事業࡙くりを、なんどもヰし合うこ

ととなるのであった。㸴大事業ィ⏬の体ᵓ

は、ὸ⏣の発案であった。㸦ࡑのことにࡘ

いては、⚾の「㸴大事業まち࡙くりの政⟇立

案過⛬ࠖ、神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭー

ࠗ自治◊かながわ月報࠘��1� ᖺ 1� 月ྕ㸧

をࡳて㡬きたい。ࡑのなかに、「㸴大事業は

₇にたとえていうと、㣕㫽⏣横浜市㛗が⥲

┘╩、ཎస・ࢼࢩリ࢜は⎔ቃ㛤発ࢱࣥࢭーὸ
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⏣Ꮥ、₇出と₇は⏣村明、⯙ྎ置は㬆ᾏ

というࢳームによってできたといえるだࢁうࠖ

と書いた。㸧 
ᯇ下は⚾が㐃⤡するとよく横浜にきてくれ

るようになり、横浜市大のΎ一教ᤵをは

じめとするᏛ者ࣝࢢーࣉとともにὶし、ま

た横浜でよく㓇場を㣧ࡳṌくようになった。 
1��� ᖺにྎ市の島㔝Ṋ市㛗と㣕㫽⏣市

㛗のけでᅜ㠉᪂市㛗が発足した。ࡑ

の方㔪࡙くりをはじめ、ᙼは⚾とほとんど一

体となって㠉᪂自治体のάືにཧຍし、アド

イスしてくれたのであった。さらにࣂ 1���
ᖺには、㠉᪂市㛗による「ࣚーࣟッࣃ㠉᪂

市政ㄪᰝᅋࠖ一員として、ࢯ㐃、ࣇラࣥス、

イࢱリアྛᅜの㠉᪂自治体を、Ύ一と一

⥴にまわってくれたものであった。ࡑして、

設ィの㞟合࢙ࢪビࣗࣝࢥ・ーࣘではࣝࢭ࣐ࣝ

ఫᏯを見に行ったものだった。 
1��� ᖺ、東京に⨾⃰部ுྜྷ㠉᪂▱事がㄌ

生し、ὸ⏣もᯇ下も⨾⃰部都政をᨭするこ

ととなった。ࡑして都▱事⛎書になったᒾἼ

の㞧ㄅ「ୡ界ࠖの⦅㞟㛗のᏳỤⰋのᙉいせ

ㄳで、ᯇ下は 1��� ᖺの都の「中ᮇィ⏬ࠖの

⟇ᐃにཧຍし、ࡑの後の �1 ᖺの⨾⃰部の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

「ᗈ場と㟷✵の東京ᵓࠖのసᡂにたずさわ 
った。ࡑこで♧された「都Ẹཧຍࠖと「ࢩビ

 ラࣥは、ὸ⏣とᯇࣉムの実現ࠖの࣐ࢽ࣑・ࣝ
下がᥦ案しල体したものであった。さらに

1��� ᖺには、⚾と人で、㠉᪂市㛗の

「㠉᪂都市࡙くり⥘㡿̿ࢩビࣝ・࣐ࢽ࣑ムస

ᡂのためにࠖのཎ案をࡘくった。ᙼはこうし

た⌮ㄽと実㊶の経⦋を㋃まえて体⣔し、

1��1 ᖺにࠗࢩビࣝ・࣐ࢽ࣑ムのᛮ࠘㸦東

大出∧㸧とࠗ都市政⟇を⪃える࠘㸦ᒾἼ᪂

書㸧の � を出∧した。 
最後にᙼのࢯࣆ࢚ードをもう一ࡘ⤂して

おきたい。ᯇ下は㠉᪂首㛗の政⟇にࡘいては、

常にᐈほ的なጼໃをᔂさないアドࣂイࢨーの

ᙺをሀᣢしていた。1��� ᖺの㠉᪂市㛗

⥲後の᠓ぶᖍ上で、ᙼは「㠉᪂自治体と

いっても、Ἶ⏣の㡬㭯のように㢌が㉥いだ

けで、首から下は保守とኚわらないࠖではな

いかといった。ࡑうしたら当時のᇸ⋢のⱝᡭ

市㛗の一人と口ㄽになり、本Ẽでᥗࡳ合いに

なࢁうとしたことがあった。⚾はあわててṆ

めにはいった。人とも㓇がᑡしධっていた

としても、ᙼには �� ṓ௦にはいっても༢な

るᏛ者らしくない、⌮ㄽと行ືを㔜んずる⾑

Ẽさかんなとこࢁもあり、ࡑうしたざっくࡤ

らんな性格もあったⱝき日の時௦のᯇ下を

かしくᛮいだすのである。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᯇୗᆂ୍ ���� ᖺ 
㸦᳃ၨඖᾏ学ᅬ大学教授ᥦ౪㸧 

㸦故ᯇ下さんは、い㢦、あるいはⱞ➗をᾋかているとᛮう

が、1��� ᖺ௦のᡓ後日本の政治・♫の㌿ᮇの時௦のなかでᯇ

下さんがなにを⪃えて、どう行ືしていたのかを、⚾がඹにした限

りでグ㘓しておくことは、なんらかのពがあるのではないかと⪃

えてしたためたものである。また、��1� ᖺ � 月 �� 日の「ᯇ下ᆂ

一ඛ生をおくるࠖで、この一部をㄒるはずのものが、⚾の✺↛の

体ㄪ不ⰋでḞᖍࡏざるを得なかった。ここでᨵめて当時のᢸ当者や

ཧຍ者にㅰっておきたい。本ᩥ中ᩗ⛠は┬␎した。㸧 
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ࠝ➨ 1� ᅇᐃ⥲の࡞ෆᐜࠞ 

(බ♫)神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭーの第

1� ᅇᐃ時⥲が、㸴月 1� 日(㔠)、地ᇦປാ

ᩥ㤋で㛤ദされた。当日は、ಶ人員・

ᅋ体員ィ �� ྡのうち �� ྡの出ᖍがあっ

た。⥲では、㆟㛗に┦模ཎ市職ປのబ⸨裕

ྖさんを㑅出し、��1� ᖺᗘの事業報告及び

決⟬報告等がᥦ案され可決ᢎ認された。また、

ᐃ時⥲はᙺ員の௵ᮇ‶にకうᨵ㑅が行

われ、1� ྡの⌮事と㸰ྡの┘事が㑅௵され

た。なお、⥲をもって㛗ᖺ神ዉᕝ自治◊

ーの⌮事㛗を務めた上ᯘ得㑻さんが㏥ࢱࣥࢭ

௵し、ࢱࣥࢭー㢳ၥに㑅௵された。᪂たに௦

⾲⌮事・⌮事㛗には、自治ປ神ዉᕝ県本部特

ู中ኸ執行ጤ員の㯮ἑ一ኵさんがᑵ௵した。

(᪂ᙺ員体制にࡘいてはู⾲ཧ↷。) 
事業報告では、まずㄪᰝάືのうち「地方

生ࠖ神ዉᕝのືྥとして、県内自治体の人

口ビࣥࣙࢪ୪びに地方∧⥲合ᡓ␎にࡘいての

報収㞟・分析స業にධっていることが報告

された。◊✲άືでは、㈈政分析検討が

３ᅇ㛤ദされ、㈈政分析ࣇࢯトのᵓ⠏が㐍め

られたことが報告された。��1� ᖺᗘ段㝵で

は検討での༠㆟を経てసᡂされたヨస∧ࢯ

トを、ᖺࣇ 1� 月に㛤ദした「地方㈈政ᇶ

♏ㅮᗙࠖの㝿にཧຍ者を対㇟に㓄布したࣇࢯ

トの検ドをồめ、より⢭ᗘの㧗いࣇࢯトᵓ⠏

をめざしていることが明らかにされた。 
��1� ᖺはᡓ後 �� ᖺという区ษりのᖺと

いうことで、「神ዉᕝのᡓ後 �� ᖺと㠉᪂自

治体ࠖをࢸー࣐に࢘ࢪ࣏ࣥࢩムを㛤ദした。

「㠉᪂自治体ࠖというゝⴥすら死ㄒとなりࡘ

あるなか、当時の㛵係者による検ドの最後ࡘ

の機としてのពをᣢ࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡘムとな

った。࢘ࢪ࣏ࣥࢩムでは、㠉᪂自治体の業⦼

とព⩏を明らかにし、┬すき点、現௦に

引き⥅ࡄㄢ㢟はఱかなど、当時の㠉᪂自治体

㛵係者から報告をもとに㆟ㄽを㐍めた。ᇶㄪ

ㅮ₇は㬆ᾏṇὈさん、ࢥーࢿࢹーࢱーはᒸ

┾人さんが務め、㠉᪂自治体の報告者として、

横浜市・上ᯘ得㑻さん、ᕝ崎市・ᯈᶫὒ一さ

ん、⸨ἑ市・ᮡῲṊさん、神ዉᕝ県・上Ⰻ

一さんら㸲ྡの元自治体職員からࡑれࡒれの

報告を受けた。(࢘ࢪ࣏ࣥࢩムのヲ⣽は「自

治◊かながわ月報 ��1� ᖺ � 月ྕ・第 1�� ྕࠖ

にᥖ㍕。85/㸸NMN�JSQ�FR�MS ) 
政⟇◊✲άືでは、㐃合神ዉᕝが神ዉᕝ県、

横浜市、ᕝ崎市、┦模ཎ市に対して行ってい

る、政⟇制ᗘせồとᥦゝをまとめる㸵ࡘ政⟇

ጤ員にすてཧຍし、ᚲせなᥦゝ・ຓゝを

行いせồ立案にཧ⏬した。��1� ᖺᗘにࡘい

ても３ᅇの政⟇ጤ員が㛤かれ、ㄪᩚጤ員

を経て中ኸጤ員決ᐃされている。 
また、県内自治◊ࢱࣥࢭーとの㐃ᦠに㛵し

ては、࢘ࢪ࣏ࣥࢩムの㛤ദ、自治◊神ዉᕝ㞟

の㛤ദ、㈈政分析検討の㐍ᤖ状況の報告

などを行い、ࢱࣥࢭー間のពᛮ通、報の

ඹ᭷などをはかってきた経過が報告された。

ίπᅈὸᅕډ߷Ⴤ૾ע自治ᄂᆮἍὅἑὊ 

ᇹ ᵏᵑ  ͵ዮ˟・ዮ˟ᚡࣞᜒのܭׅ

⦅㞟部 
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報発ಙのࢶーࣝとして࣍ーム࣌ーࢪの実

に㛵しては、��1� ᖺ 1� 月にリࣗࢽーアࣝ

を行い、ࢸーู࣐ㄪᰝ・◊✲㈨料として「地

方生ࠖ神ዉᕝのືྥ、ᏊどもᏊ⫱て᪂ᨭ

制ᗘの神ዉᕝの状況など分かりやすく、報

へのアクࢭスを容᫆にできるよう᭦᪂をした。 
決⟬報告では、まずබ┈ἲ人としてồめら

れている決⟬のせ௳は‶たしていることが報

告された。㈈政的な状況では、収ධᵓ㐀が

㈝とᐤ付㔠で㈥われており、特にᐤ付㔠の༨

める合は収ධ体の㸲に及ࡪなど㈈政は

Ᏻᐃしているものの、員のῶᑡഴྥに対す

る⤌⧊ᣑ大対⟇や経㈝の๐ῶなど引き続き収

ධቑにྥけたດ力がᚲせという認㆑を♧した。

��1� ᖺᗘ決⟬では、経常収┈で前ᖺᗘより

ῶったものの、ᨭ出をຠ⋡的な執行にດめた

結ᯝ、ṇ㈈⏘は前ᖺᗘとのẚ㍑でⱝᖸのቑ

になったとの報告があった。 
なお、ᙺ員ᨵ㑅にకい㏥௵した⌮事は㸲ྡ、

┘事１ྡだった。⌮事㛗には㐃合神ዉᕝの

ᯘඞᕫさんと自治ປ神ዉᕝ県本部の༓ⴥಙኵ

さんが㑅௵された。 

  
   ی᪂ ᙺ 員 体 制ی

 㸦௵ᮇ㸸��1� ᖺ㸴月 1� 日から ��1� ᖺ㸴月ᐃ時⥲まで㸧

 
⌮事㛗   㯮ἑ 一ኵ  自治ປ神ዉᕝ県本部特ู執行ጤ員 
⌮事㛗  ᯘ  ඞᕫ  㐃合神ዉᕝ事務局㛗 
⌮事㛗  ༓ⴥ ಙኵ  自治ປ神ዉᕝ県本部中ኸ執行ጤ員㛗 
常務⌮事  ᴮ⏣ ᙪ  自治ປ神ዉᕝ県本部書グ㛗 
常務⌮事  大ἑ ᏹ  自治ປ神ዉᕝ県本部特ู執行ጤ員 
⌮ 事   ᒸ  ┾人  横浜市立大Ꮫྡ教ᤵ 
⌮ 事   బ㔝    日本大Ꮫ教ᤵ 
⌮ 事   బ⸨ Ꮥ治  神ዉᕝ大Ꮫ教ᤵ 
⌮ 事   ༙⃝ ᙲᾈ  神ዉᕝ生άクラࣈ生༠ᑓ務⌮事 
⌮ 事   ᯈᶫ ὒ一  ᕝ崎自治◊ࢱࣥࢭー௵◊✲員 
⌮ 事   横ᒣ ⣧Ꮚ  ⴥᒣ町㆟㆟員 
⌮ 事   ⱂἑ ⚽行  神ዉᕝ県教職員⤌合執行ጤ員㛗 
⌮ 事   㝵ᇽ⏨  横浜市ປ㐃執行ጤ員㛗・横浜Ỉ㐨ປ⤌執行ጤ員㛗 
⌮ 事   ᔱ  Ύ  ᕝ崎市ປ㐃執行ጤ員㛗・ᕝ崎Ỉ㐨ປ⤌執行ጤ員㛗 
⌮ 事   中㔝 㞞⮧  自治ປ神ዉᕝ県本部中ኸ執行ጤ員㛗 
┘ 事   大ሯ 㐩生  ᘚㆤኈ 
┘ 事   ㇂口 ᩥ⋤  自治ປ神ዉᕝ県本部書グ次㛗  

  㢳 ၥ   ༓ⴥ ᬒᏊ  元ཧ㆟㝔㆟員 
  㢳 ၥ   斎⸨  ວ  元⾗㆟㝔㆟員 
  㢳 ၥ   上ᯘ 得㑻    前神ዉᕝ自治◊ࢱࣥࢭー⌮事㛗 

（ެࣾ）ਆಸݝํࣗڀݚ࣏ηϯλʔୈ��ճఆ࣌૯ձɾ૯ձه೦ߨԋͷ։࠵ɹ2�



 22 

第 13 回定時総会記念講演は、元朝日新聞
編集委員・前桜美林大学教授の早野透氏に

「参議院選挙をめぐる政治課題」をテーマに

講演をいただいた。 
早野氏は、6月 22日公示、7月 10日に投

開票が予定される参議院議員選挙について、

冒頭で 18歳からの選挙権に言及した。 
日本の有権者は、約 1 億 400 万人、それ
に今回から 18 歳・19 歳の約 240 万人がプ
ラスされる。80 歳以上は約 1,000 万人いて、
1 割を占める。人口が減っていく中で、18
歳・19 歳の若い世代が果たして投票に行く
のかどうか。政治や選挙にどれだけ気持ちを

向けてもらえるのかをまず注目すべき点、と

して挙げた。 
次に、安倍首相が参議院議員選挙に臨む政

策・政治的メッセージに言及する中で、特に

6月 1日の記者会見が官邸の内閣報道官によ
り仕切られ、首相の独り舞台で宣伝の場とな

り、ほとんど記者が質問できていなかった点

について懸念を表した。 
また、参議院選挙を前に消費税 10％引き
上げの時期を 2 年半先延ばしにし、2019 年
10 月とした問題に触れて、1,000 兆円の国
債を抱える国家財政を破綻させる可能性につ

いて危惧を示した。民主党・野田政権の時代、

2012 年に民・自・公の３党合意により決定
された社会保障と税の一体改革は、12 月の

総選挙で大勝した安倍総理大臣の下、2014
年 4月に消費税 8％への増税は実現した。 
しかし安倍政権は、消費税増税の方向を作

った野田政権が大敗した経験を踏まえて、

10％への引き上げを 2016 年秋まで先延ばし、
次の先延ばしはないと国民に発表し、2014
年 12 月に総選挙を行った結果、自民党 291
議席、公明党 35 議席を獲得したことから、
約 1 年半が経過した今回の参議院議員選挙
でも、選挙に勝つために同じ手口で増税の先

延ばしを決めたことに言及した。その上で、

国家意思としては国家財政破綻への懸念から、

消費税を上げなければならないはずだが、国

家意思よりも政権意思を優先した。安倍氏に

はそれだけ政権を握り続けないといけない理

由、つまり憲法改正の実現があるとした。 
一方で、消費税引き上げ先延ばしは、もと

もと民進党・岡田代表側が提案したもので、

アベノミクスの失敗を指摘しつつも、生活政

策に案外共通性があり、自民党と民進党の基

本方向が共通性を持ってしまう点を指摘した。 
アベノミクスについては、安倍政権が 26
万人の雇用を増やし、生活の基本的な安定を

保障したと自慢しているが、非正規も 18 万
人増加している点、賃金水準についても正規

33 万円に対し、非正規で 25 万円と約 10 万
円の差がある点からも基本的なところの不安

がそのまま残っているとの見解を示した。そ

うした中で、安倍政権の支持率が一定程度で

推移しており、民進党が失敗を取り戻せてい

ない点、また小選挙区制のマイナス面を問題

提起した。 
一方で、32 の 1 人区で野党共闘が成立で

きたこと、また SEALDs やママの会など、
「子どもをころさせない社会をつくっていく」

とひらがなで語り合う、若い世代の普通の感

覚・感性が政治の力となり、安倍首相がめざ

す憲法改正を阻止していく可能性への期待を

にじませながら、講演が締め括られた。 
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ᑵ ௵ の ࡈ あ い さ ࡘ 
 
 

 බ┈♫ᅋἲ人神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭー第 1� ᅇᐃ時⥲㸦��1� ᖺ � 月 1� 日㛤

ദ㸧におきまして、᪂たな⌮事体制を決ᐃいただき、ඛ㍮である上ᯘ前⌮事㛗㸦現㢳

ၥ㸧より引き⥅ࡂ、⌮事㛗にᑵ௵いたしました。まずは、⥲で㏥௵された⌮事のⓙ

さんのこれまでのࡈປⱞにឤㅰ⏦し上ࡆます。 
⚾自身の自治◊ࢱࣥࢭーとの㛵わりは、前身である「神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭーࠖ

が、当時の㛗Ὢ神ዉᕝ▱事らのびかけで設立㸦1��� ᖺ㸧された頃より始まりました。

自治ປ神ዉᕝ県本部の下で、横浜市ᙺᡤでのປാ⤌合άືを経㦂し、自治◊運ື、自治

、ー運ືにཧຍしてきました。また直㏆では、自治ປ神ዉᕝ県本部ጤ員㛗としてࢱࣥࢭ◊

⌮事㛗の経㦂もさࡏていただいてきました。 
地方自治◊✲ࢱࣥࢭーは、「自治ປの自治◊運ືの場 、ࠖまた、「ఫẸᅋ体、Ꮫ者・ᩥ

人・◊✲者のⓙさん、㐃合をはじめとした多くのປാ⤌合の௰間を結ࡪ、◊✲や政⟇制

ᗘᥦゝ࡙くりの場 して、「地ᇦఫẸとඹに自治体㠉᪂・ᨵ㠉を㐍める多くの௰間のࡑࠖ、

ⓙさんのࢱࣥࢭーとしての場ࠖとして存ᅾしていると⪃えています。来ᖺには設立 ��
࿘ᖺを㏄える事になります。ఱよりも、設立以㝆、県内እの多くの方々にᨭえられ日

はあります。多くの௰間を結ࡪ場の⥅続、ࡑして実・ᣑ大をめざしたいと⪃えます。 
さて、地方分ᶒ・自治を取りᕳく状況はどうでしࡻうか。᠇ἲで規ᐃされた「地方自

治の本᪨ࠖにἢって㐍められているとゝえるのでしࡻうか。ともすると、地方自治体は

中ኸ政府の下に置かれた「බඹᅋ体ࠖになっていないでしࡻうか。中ኸ㞟ᶒを⿵し、

⟶⌮の対㇟としてのఫẸへの「ᅋ体自治ࠖにすり᭰えられていないでしࡻうか。ᅜの行

方がᡓதへの༴㝤な㐨へと㐍ࡳかࡡない状況が༴されます。「ఫẸ自治ࠖにより分ᶒ・

自治をఫẸのᡭに、Ᏻᚰやᖹな生άをᅜẸのᡭに取りᡠすことがồめられていると⪃

えます。 
まず第一Ṍとして、これまでの自治◊ࢱࣥࢭーのとりくࡳの⥅続の上に、⥲で確認

された事業ィ⏬にࡑって✚ᴟ的にάືを㐍めたいと⪃えます。ࡑのためには、引き続き

多くのⓙさんのࡈ༠力がᚲせです。᪂しい⌮事へのࡈᨭࡈ༠力をよࢁしくお㢪いし、

ᑵ௵のあいさࡘといたします。 
 

㸦බ♫㸧神ዉᕝ県地方自治◊✲ࢱࣥࢭー 
⌮事㛗  㯮 ἑ 一 ኵ 
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࠙�᭶ྕᥖ㍕ෆᐜのゞṇと࠾ルࡧ㸸⦅㞟部ࠚ 

  
��1� ᖺ � 月ྕ㸦第 1�� ྕ㸧ᥖ㍕の「神ዉᕝ県・市町村のࠗ人口ビ࠘ࣥࣙࢪをㄞࡴ㸫人口

ビࣥࣙࢪにࡘいてのいくࡘかのၥ㸫 ཎࠖ✏にࡘいて、以下のとおりㄗりがありましたので、

ここにおルびしてゞṇいたします。 
 

㸺ゞṇ⟠ᡤ㸼 
 

�1ە  㡫         ࠝㄗࠞ            ࠝṇࠞ 
11 行┠     「ᯇ⏣町は ���� ᖺ、ࠖ  э 「ᯇ⏣町、ឡᕝ町、Ύᕝ村は ���� ᖺ、ࠖ  

  1�～1� 行┠   「ᯇ⏣町を㝖き、ࠖ    э 「ᯇ⏣町、ឡᕝ町、Ύᕝ村を㝖き、ࠖ  
 
 
��ە 㡫     ㈨ᩱ㸯神奈川県ෆᕷ⏫ᮧูࠕேཱྀࣙࢪࣅンࠖẚ㍑  のうち、 

 ឡᕝ町の数್部分ۑ

 
ḍእのὀグۑ  � 行┠㸦㸨1 のとこࢁ㸧 
  「横浜市、ᑠ⏣ཎ市、ᯇ⏣町ࠖの次に、「ឡᕝ町、Ύᕝ村ࠖをᤄධ。 
ḍእのὀグۑ  �～� 行┠㸦㸨1 のとこࢁ㸧 

����、のはࡑ」 ᖺ。ࠖ 以下に次のᩥ章をᤄධ。 
「ᕝ崎市はཧ⪃್として ���� ᖺまでに合ィ特Ṧ出生⋡ ���� を㐩ᡂした場合の数್ 
㸦ࢼࢩリ１࢜㸧をグ㍕。ࠖ  

ḍእのὀグۑ  � 行┠㸦㸨� のとこࢁ㸧 
  「横浜市、ᑠ⏣ཎ市、⸨ἑ市、ᯇ⏣町ࠖの次に、「ឡᕝ町、Ύᕝ村ࠖをᤄධ。 

 
 
ͤなお、㈨料 1 のゞṇ∧をゞṇ後の⾲を当ࢱࣥࢭーのࣈ࢙࢘サイト内 

「神ዉᕝ県内の市町村ูࠗ人口ビࣥࣙࢪẚ㍑࠘ 
㸦85/㸸KWWS���NMN�JSQ�FR�MS�ILOHB�1���1�B��B���SGI 㸧にᥖ㍕。 

 

自治体名 人口展望（Ａ）
2010年国
調人口
（Ｂ）

推計人口
（Ｃ）

Ｃ－Ｂ Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ

〔誤〕
愛川町 29,569 42,089 25,010 -17,079 -12,520 4,559

〔正〕
愛川町 35,000 33,655 35,000 -8,434 -7,089 1,345

24ɹ͔ࣗݚ࣏ͳ͕Θ݄ใ 2��� �݄号（/P����）
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自治研かながわ月報ୈ1�0߸（201�年8月߸ɼ௨224ࢉ߸）

 ฤ集هޙ

ɹ本ࢽでは、໐ւਖ਼ହઌੜがएきのদ下ܓҰઌੜをճސしͨߘݪをѻい、ۃΊてӡなػ会

にܙまれͨ。おೋ人は、ࠓのํ分ࢥݖのجఈをなす「自治ମֶ」の࣮ફ・ීٴにҙཉతに

औりまれͨҒେなઌୡͱしてられΔが、年ظにޓいのܹをड͚ながらঢ՚し߹い、かͭ

。くられてはいないのؒであまりऀにあͬͨこͱは、自治ମؔい༑で݁れΔؔݻ

。ॏなΤϐιーυͱのૺ۰であͬͨو

ɹحしくもฤ集ۀ࡞の࠷தに、本治࢙がઐの研究ऀにΑりʰֵ৽自治ମʱͱしͨ৽書

が発ചされ、そのதで、ඈௗాࢢのੜをֵ৽自治ମの࣌の࢝まりͱすΔઆが、ֵ৽ࢢ

の༤ͱしてඈௗాࢯをਆ֨ԽすΔಈきͱ݁びͭいͨ「ྺ࢙のِ」だͱࢦఠすΔදݱを発ݟし、

いささかりを֮えͨ。自治ମ研究では、「ֵ৽ౘ」ͱ「ֵ৽自治ମ」の「ֵ৽」がࣔす༰

をҟなΔจ຺でཧղすΔ。研究ऀがྺ࢙をҰஅ໘でଊえて分ੳ・ධ価を行͏なら、େ局తな

に込Ίͨҙຯޠにもҙを͏きであΖ͏。দ下ઌੜが「自治ମվֵ」ͱい͏ݱͱදݟ

にࢥいをͤ、ઌੜがࣈでຒΊਚくしͨߍਖ਼ߘݪをջかしみながら、人はݴ༿をચ࿅すΔ࡞

。くしていΔڧをਂΊていくもの、ͱい͏ҙをߟࢥを௨͡ۀ  

（୩本༗ඒࢠ）



１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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会員になるには 会員の特典

かながわ 

☆センターのウェブサイト（http://kjk.gpn.co . jp/）をご利用下さい。→
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大規模災害と犠牲者への対応（下） ―首都圏斎場の能力と課題―
神奈川大学経済学部教授／神奈川県地方自治研究センター理事 佐藤孝治・・・・・・・・ 1

（公社）神奈川県地方自治研究センター第13回定時総会・記念講演会報告
編集部・・・・・・・・ 20

20118 82016

松下圭一の「自治体改革・都市政策論」の源流

関東学院大学名誉教授 鳴海 正泰・・・・・・・・ 11
―1960年代・戦後日本の転換期のなかで―




